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開会   午前 ９時３０分 

 

事務局      それでは、ただいまより、平成２６年度第１回草津市教育委員会事務外部評

価委員会を開会いたします。 

         開会にあたりまして、教育部長の白子與志久が御挨拶申しあげます。 

 

教育部長     改めまして、おはようございます。 

         本日はお忙しい中、草津市教育委員会事務外部評価委員会に御出席を賜りま

して、まことにありがとうございます。委員の皆さんにおかれましては、当委

員の就任をお願いいたしましたところ、御快諾をいただき、重ねてお礼を申し

あげます。 

         また、前田様におかれましては、市民公募枠に御応募いただきありがとうご

ざいます。 

         さて、教育委員会事務の点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律に基づきまして、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への

説明責任を果たすため、教育委員会事務の点検・評価を行い、その結果に関す

る報告書を公表することが義務づけられております。 

         草津市におきましても、平成２０年度から、この点検・評価を実施してまい

りましたが、平成２２年度からは、外部評価委員会を設置し、点検・評価を行

っていただくことで、客観性、透明性の確保に努めてまいったところでござい

ます。 

         本年度は平成２２年度にスタートをしました草津市教育振興計画の達成状況

を確認も兼ねまして、計画の施策の体系に沿った点検・評価を実施させていた

だいております。 

         評価にあたっては、評価シートの主な取り組みの成果や今後の課題欄につい

て、詳しく、また、わかりやすい記述に努めるとともに、事業の実績や質的な

側面に着目した達成度などから、総括的に評価を行ったところでございます。 

         まだまだ行き届かないところもあるかとは存じますけれども、皆さまからい

ただいた評価の結果を受けて、よりよい教育委員会事務の実施に向けて取り組

んでまいる所存でございますので、委員の皆様の率直な意見をお願いいたしま

して、開会にあたりましての御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろ

しくお願いを申しあげます。 

 

事務局      次に、教育委員会事務の外部評価委員の御紹介をいたします。 

         まず最初に、滋賀大学教授の糸乗前様です。 
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糸乗委員     糸乗です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局      続きまして、お隣におかけいただいてます公募委員の前田麻子様です。 

 

前田委員     前田麻子と申します。市内の中学校と小学校で子どもがお世話になっていま

す。一保護者の立場として勉強させていただきたいと思います。本日はこのよ

うな機会を設けていただいて、ありがとうございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

事務局      そして、元公立小学校教頭の山川紀子様です。 

 

山川委員     おはようございます。失礼いたします。山川と申します。６年前に退職いた

しますまで、新卒以来、草津市内の小学校に勤めさせていただきました。この

ような大それたお役をわきまえずに引き受けてしまい、本当に恐縮しておりま

す。的外れな質問や意見を述べるかもわかりませんが、少しでもお世話になっ

た草津市の教育のよりよい推進に役立っていけばなと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

教育部長     ありがとうございます。 

 

事務局      委員の皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。 

         続きまして、教育委員会事務局の職員の紹介をさせていただきます。 

         部長から順次お願いいたします。 

 

教育部長     部長の白子です。よろしくお願いいたします。 

 

教育部理事    教育部理事の宮地でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育部副部長   副部長の小寺でございます。よろしくお願いします。 

（総括） 

 

教育施設整備室長   教育施設整備室の吉川でございます。よろしくお願いします。 

 

教育部副部長   図書館の石田と申します。どうぞよろしくお願いします。 

（図書館担当） 
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教育部副部長   草津宿街道交流館と本陣の方を担当しております八杉と申します。よろし 

（街道交流担当）  くお願いします。 

 

学校教育課長   学校教育課長の中瀬でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

文化財保護課長   文化財保護課課長の谷口と申します。よろしくお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課長の髙岡と申します。よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長   生涯学習課長の奥谷と申します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局      事務局の教育総務課の松浦と申します。よろしくお願いします。 

 

事務局      同じく事務局の齋藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局      最後に教育総務課長の山本と申します。よろしくお願いいたします。 

 

         次に、点検・評価の進めかたにつきまして、事務局から説明させていただき

ます。 

 

事務局      それでは、事務局の教育総務課松浦より、点検・評価の進めかた等につきま

して、御説明を申しあげます。 

         すみません、座って説明させていただきます。申しわけございません。 

         それでは、報告書の２ページ、３ページを御覧いただいてもよろしいでしょ

うか。 

         先ほどの白子部長の挨拶とも重複いたしますけれども、平成２５年度の点検

及び評価につきましては、平成２２年３月に策定いたしました草津市教育振興

基本計画の施策体系に沿って、本年も５月より、各担当課にて点検・評価の作

業を開始いたしまして、教育委員会事務局の実施会議３回を開いて、内部的な

自己評価を行いまして、先般、６月定例教育委員会で協議案件として上程いた

しまして、それを経まして、事務局の素案としてお配りさせていただいたもの

でございます。 

         この点検・評価の対象でございますけれども、草津市教育振興基本計画の施

策の基本方向として位置づけました９つの目標と、４１施策ございますうちの

市長部局で実施いたしました施策を除いた３９の施策を対象としてございます。
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なお、９つの目標については、この報告書案６ページから８ページに詳しく記

載しておるところでございますので、また御覧いただければと思います。 

         また、点検・評価の方法及び評価指標でございますけれども、点検・評価に

当たりましては、３９施策を２６の具体目標ごとに、１年間の主な取組の成果

を明らかにいたしまして、今後の課題について自己評価を行いました。そして、

この２６の具体目標の評価をもちまして、９つの目標の評価をいたしたところ

でございます。 

         評価指標の目標評価については、具体目標を点数化いたしまして、その平均

点から達成状況を判断いたしまして、十分達成できたものにつきましてはＡ、

おおむね達成したものはＢ、やや不十分なものはＣ、不十分なものはＤと評価

してございます。 

         ３ページでございますが、具体目標の評価につきましては、この３ページの

表にもございますように、具体施策の平均点から評価しておりまして、具体施

策の評価につきましては、各具体施策に対応します各課の主な事業の取り組み

状況を、事業実績や達成度から総括的に、ａ、ｂ、ｃ、ｄと評価し、点数化し

たものの平均点から評価をしております。 

         文章ではわかりにくいところがございますので、１シートだけ例をとって説

明させていただきたいと思います。委員の皆さまにおかれましては、申しわけ

ございませんが、１２ページ、１３ページを御覧いただいてよろしいでしょう

か。 

         こちらの１３ページでございますけれども、取組の状況といたしまして６つ

の事業と７つの評価を挙げてございます。事業ごとに評価指標となる実績値、

また数量の推移を示す矢印を表記しております。 

         数量の推移を示す矢印でございますけれども、これは単純に平成２４年度か

ら、平成２４年度から平成２５年度への数値の上がり下がりを示しているだけ

ございまして、右端の評価欄のａからｃまでございますが、こちらの評価と直

結はしておりませんで、評価につきましては、事業の質的な側面に着目いたし

まして、達成度などから総括的に評価を行って、ａ、ｂ、ｃ、ｄといった評価

をさせていただいております。 

         例えば、取り組みの事業の事業名で、ちょっと下の方になりますが、

「（５）－４食育の日・食育月間」という事業がございますけれども、これは、

市内全小中学校で取り組んでおりますことから、数値、１９校分の１９校とい

うことになってございまして、昨年度、Ｈ２４、Ｈ２５、全く同数になってご

ざいますが、その関係で推移の方は横矢印となってございますけれども、事業

の性質上、十分な取組を実施し、期待された成果が得られたということから、

ａ評価とさせていただいているところでございます。 
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          この、それぞれの事業に対する評価の点数、ａであれば３点、ｂであれば

２点、ｃであれば１点、ここにはございませんが、ｄであれば０点という点数

の平均点を、左の１２ページの具体施策のそれぞれの評価欄に点数として計上

する形になってございます。 

         これら、全ての評価結果につきましては、６２ページの一覧に御掲載させて

いただくとともに、本日、机上の方にＡ４、１枚もので、平成２５年度教育委

員会事務の点検・評価結果一覧というものを配させていただいてございますの

で、御参考にしていただければと思います。 

         なお、評価書の６３ページ以降につきましては、特記事項といたしまして教

育委員会の活動の状況を掲載させていただいているところでございますので、

また、御覧いただきたいなと思います。 

         委員の皆さまにおかれましては、それぞれのシートにつきまして、担当課よ

り事業の取り組み状況、評価の判断理由などにつきまして、順次、御説明申し

あげますので、御意見また、御質問を頂戴できればと存じます。 

         以上、まことに拙い説明でございましたが、点検・評価の説明につきまして

は、以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

事務局      それでは次に、委員長の選任を行いたいと思います。草津市教育委員会附属

機関運営規則の第４条第３項により、委員長は委員の互選により決めていただ

くこととなっておりますが、委員の皆さま、どのようにさせていただいたらよ

ろしいでしょうか。 

 

山川委員     学識経験者であられます糸乗先生に、委員長を就任していただければ、いか

がでしょうか。 

 

事務局      ほかの委員のかた、いかがでしょうか。 

 

         （異議なし） 

 

事務局      それでは、委員の皆さまの御同意により、委員長は糸乗先生に決定いたしま

したので、先生、大変申しわけございませんが、委員長席にお移りいただきま

して、議事の進行をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

         それでは、委員長、よろしくお願いいたします。 

 

委員長      それでは、委員長に推薦していただきまして、これからさせていただきたい

と思います。 
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         先ほどちょっと緊張していまして、自分の自己紹介を全くしてなかったなと

いうことでして、私、１４年ほど前に草津市の方にこさせていただきましたの

で、そういう意味で外部からやってきたという感じなのですが、その後１４年

間、二人の子どもが草津市でお世話になったということで、幼稚園、小学校、

中学校、上の子は今高校にいますけれども、そういう形でずっと草津市の教育

を見させていただいたということでは、ちょっと内部評価みたいな感じになっ

てしまうのかもしれないのですけれども、まずはその部分では、草津に子ども

が通っていたという視点で見せていただければありがたいなというふうに感じ

ております。 

         委員長としましては、僕もそうなのですけれども、それぞれの先生がたとか、

前田様の立場で、視点でということですかね、この教育委員会で掲げておられ

る目標、さらに評価、それから自己点検という形でされておりますので、そう

いうところに対しまして、少しでも御協力できればなというふうに思いますの

で、皆様の御協力もいただきながら、進めさせていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

         それでは、評価の方法につきましては、先ほど御説明いただきましたので、

早速、点検・評価の方を進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

         それでは、各シートに、内容につきましては事務局の方から説明していただ

いて、それから、委員の皆様から御意見をいただくという形で進めさせていた

だきたいと思います。 

         それでは、説明、よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   失礼いたします。学校教育課の中瀬でございます。座ったまま失礼いたしま

す。 

         １０ページ、１１ページのところから始めさせていただきます。 

         まず、具体施策の（３）－１の内容でございます。 

         １１ページの方に、取組の状況というふうなことがございまして、（３）－

１につきましては、地域行事に参加する児童・生徒の育成というふうなことを

事業名とさせていただいております。 

         取組の成果といたしましては、１０ページにも書かせてもらっていますが、

地域行事に子どもたちが参加できるような企画を、地域のかたがたにも積極的

にしていただいて、それから地域協働合校という取組が草津市ではずっと行わ

れていると。それが、いわゆる子どもたちの継続した活動というふうなものに

つながってきておりまして、結果といたしまして、その１１ページの表の２５

年の実績になりますが、地域行事に参加した児童・生徒の割合は７４.０％と

いうふうな結果でございました。この値につきましては、２４年に比べて若干
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下がっております。私どももこれについてはちょっと意外な結果で、各学校に

問い合わせをしたところ、実は昨年度、草津第二小学区、それから渋川小学区、

それから老上小学校区、この三つで学区のメインイベントともいえます学区ふ

れあいまつりが台風のために中止になっておったというふうなことでございま

した。この学区ふれあいまつりには、子どもたちも一番参加しやすい、参加で

きる地域行事でありまして、これが非常に大きく響いておったのかなというふ

うな分析をしております。 

         評価といたしましては、本来なら、そういう理由もありますので、ａといた

したいところではありますが、実質的に数値も下がっており、それがいわゆる

数値の下がった全面的な理由であるかどうかということも、ちょっと確証とい

うまでには至らなかったことから、ｂ評価というふうなことにさせていただき

ました。 

         それから、一つ飛びまして、（４）－１、道徳教育の推進でございます。こ

れにつきましては、平成２５年度、国の委託事業であります道徳教育総合支援

事業というのを受けまして、草津市内１９小・中学校の中から、高穂中学校と、

矢倉小学校を推進校とし、市内全小・中学校で道徳教育の推進に取り組みまし

た。 

         その実績でございますが、そこの１１ページの表にあるように、人の気持ち

がわかる人間になる、そういうふうに児童・生徒が回答した割合が９２.２％

というふうな数値でございました。これも、昨年度よりは若干減っているわけ

ではありますけども、ただ、９０％を超える高い数値を維持しておりますし、

この減少分、０.６％ということですので、これについては誤差といいますか、

許容範囲というふうなことで、こちらの方につきましては、ａ評価というふう

なことであげさせていただきました。 

         続きまして、（４）－２同和教育実践交流会の取組でございます。これにつ

きましては、簡単に申しますと、市内に６中学校区ございます。その中学校区

ごとに、保、幼、小、中、高の先生がたが一堂に会した人権同和教育実践交流

会という取組を行っています。この中で、互いの人権学習や事業を公開したり、

あるいはその後に研修会を持ったりして、中学校区で、いわゆる人権同和教育

に関する意識、共通理解、そういうふうなものを図っているところでございま

す。 

         これにつきましては、１１ページの実績で申しますと、２４年度に引き続き

２５年度も全中学校区で実施をいたしましたので、ａ評価というふうにさせて

いただきました。 

         簡単ですが、以上です。 
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生涯学習課長   続きまして、生涯学習課の奥谷の方から、戻りまして、（３）－２、地域協

働合校推進事業について説明させていただきます。 

         先ほど来、地域協働合校について出ていますが、平成１０年から、学校教育

と社会教育が一体となって教育に取り組んでいこうという考えのもと、学校、

家庭、地域で、大人と子どもがそれぞれのさまざまな活動を通して学びあって

いきましょうという取組になっています。今回、１３学区地区で行われました

地域協働合校の事業について掲載させていただいております。８３事業という

ことでふえておりますので、ａ評価とさせていただきました。以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。最初の１０ページ、１１ページの項目につきまして

御説明いただきました。 

         それでは、委員の皆様、御意見をよろしくお願いいたします。 

 

山川委員     資料を事前にいただきまして、説明を聞かないと、なかなか全部が見えてこ

ないので、今御説明いただいて、少しわかったと思います。 

         地域行事に、今子どもたちが企画から参加しているというのがふえてきてる

っていうのは、地域でのリーダーを育てていくためにも継続して活動できるよ

うに、これからも広がっていければ良いなというふうに思っております。 

         パーセントが低くなってるのも、今御説明いただいたので、理解できました。 

         それと、私も評価ということが十分わかっていなくてあれなのですが、単位

がパーセントであったりというと、大体わかるんですけども、（３）－２です

が、事業の単位ですので、平成２４年度は６６が８３、たくさんの事業がなさ

れたということで評価は高くなっているのですけれども、この後の課題の方に

も効果的な事業展開っていうふうに挙げられておりますので、参加者数や参加

者の満足度とか、そういうものも把握しながら展開していただければなという

ふうに思いました。ちょっと順番ですけれども、すみません。 

         （４）の方につきましては道徳教育の取組の推進ということで、推進校を中

心にされていますが、成果のところで、取組への支援と発信というのがあった

のですが、どんなような形で発信をされたのか、具体的にちょっとわかれば教

えていただきたいなと思います。 

         この中学校区の実践交流会っていうのは、本当に保、幼、小・中ともう一つ

高校までも含んでいるっていうのはすごく大きいなというふうに思います。た

とえ回数が少なくても、子どもたちを縦で見ていくっていうのは、教員にとっ

ては良い研修になるなっていうふうに思います。以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 
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         御質問の部分もございました。その部分、答えていただけますかね。 

 

学校教育課長   今、委員の方から御質問が出ました、いわゆる道徳教育の取組に関する発信

はというふうなことでございますけども、この矢倉小学校、それから、高穂中

学校、２校では、秋に両校とも研究発表大会を開催いたしました。それにつき

ましては、もちろん県内の小・中学校には実施の案内をいただきましたし、例

えば、すみません、取りあげられたかどうかは、ちょっと覚えてはいませんけ

ども、各マスコミにこういうふうなことをやりますというふうな記者提供とい

う形で発信はさせていただきました。あるいは、ほかの学校も含めてですけど

も、自校のホームページにこういうふうな方向で道徳の取組をしていますと、

これにつきましては、道徳教育総合推進事業の一環でやっているというふうな

ことを、草津でやっているということも含めてアピールをしていただいている

ところです。以上です。 

 

委員長      御意見いただけたらと思います。 

         その他、何かありましたら。 

 

前田委員     （４）－１の道徳教育の推進というところで、人の気持ちがわかる人間にな

るっていうふうに答えた児童・生徒が９０％を超えてるっていうことで、児童

や生徒の中で人権に関する知識って良いますか、そういうのがきちんと育成さ

れていってるんだなというふうに感じました。学校でも、小学校でも毎年道徳

参観とかがあったり、道徳週間ということで、人に優しくしようっていう週間

があったりして、すごく良い活動だなと思いました。以上です。 

 

委員長      私の方からは、数値的なところも若干最初に、押さえておいた方が良いのか

なというふうに思いまして、一番最初のところなので。活動の概要の部分で数

値目標があって、それに対しての実績の部分でのところが、少しあれかなって

いう感じがするのですが、このちょっとわかりにくいなと思ったのは、この数

値、一番最初に括弧をしてあって、米印で括弧してあるその数値が掲げられて

いる、この数値の根拠的な部分ですね。高い目標値っていうのはわかるのです

けども、その部分がもしわかれば、ありがたいなと思います。 

         それで、特に、その（３）－１のところ、６０％以上のところの目標に対し

て、先ほど御説明あったのですけど、例えば平成２５年であれば、７４％とい

う部分からすると、かなり高い数値になっているので、ここの部分だけを見れ

ば、別に推移のことを考えずに、先ほど御説明はあったんですけど、ｂにされ

たっていうところからはどうなのかなっていう、逆にａでも十分、評価として
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はａでも良いんじゃないかなっていうふうに思われてきますので、この６０％

っていう数字の部分が影響するかなと。逆に（４）－１とかはかなり目標値が

高いので、その部分、そこをクリアされているのであれなんですけども、その

部分、少なくともこの二つぐらいの数値ですね。目標値の部分を少し御説明し

ていただければ、ありがたいなと思うんですが、いかがでしょう。 

 

学校教育課長   申しわけございません。その（３）－１でいいますと、６０％以上というふ

うに書いておりますのは、その下に注釈のところがありまして、説明が書いて

ございます。「草津の教育がめざすもの」というふうなものを、実は市教育委

員会としては作成をしておりまして、これは先ほどの挨拶の中にもありました

教育振興基本計画をより具体化したものというふうに考えていただければ良い

かなというふうに思います。 

         その「草津の教育のめざすもの」の中で、いわゆる達成度をはかる成果指標

というものを幾つか作成をしておりまして、その成果指標の中にある、いわゆ

るダブっているといいますか、この中に挙げているものにつきましては、そう

いうふうな米印あるいは横に括弧書きで数字を載せさせていただいているとい

うふうなことでございますので、確かに、委員長がおっしゃいましたとおり、

２３年に作成しました草津の教育が目指すものの成果指標では（３）－１では

６０％以上というふうにはしておったわけですけども、ただ、今現在の数値が

確かにそれを大きく上回っているのは事実ではありますが、７４％という数値

はまだ私ども、個人的な見解でございますが、改善といいますか、上昇の余地

があるというふうに判断をいたしております。そういうふうなところから、こ

ちら側につきましてはｂ評価にさせていただいたと。それに対して(４) －１

の道徳教育の推進の方は、９２.２％、これも「草津の教育のめざすもの」の

成果指標を、目標値を超えておりますけども、ただ、９２っていうことを考え

ますと、なかなか、これからどんどん上昇していくっていうのは難しいのかな

というふうなところで、その成果指標値９２あるいは９割を超えているという

ふうなところでａ評価というふうに考えさせていただいた次第でございます。

以上です。 

 

委員長      なければ、次のところに移らせていただきたいと思います。 

         では、１２ページと１３ページの方の説明をよろしくお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ保健課の髙岡でございます。 

         １２ページは、施策の（５）の健やかな体づくりの推進ということで、１３

ページの下の段に取組の状況の欄で説明させていただきます。 
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         まず、（５）－１ジュニアスポーツフェスティバルＫＵＳＡＴＳＵでござい

ますが、活動の内容といたしましては、この事業は立命館大学びわこ・くさつ

キャンパスで、市内の６年生全児童の参加によるスポーツイベントを開催した

もので、実績につきましては、平成２４年の児童数１,１８０人から２５年は

１,２１３人というふうに上昇しております。内容といたしまして、各小学校

の体育主任の先生がたを中心に、主体的に企画、運営にかかわっていただく中

で、児童がスポーツに親しみ、楽しむ姿が見られたということで、ａ評価とさ

せていただきました。 

         続きまして、（５）－２スポーツ少年団育成事業でございますが、スポーツ

少年団本部や単位団への活動への支援を行ったもので、登録者数は平成２４年

の１,０３２人から２５年８７４人という形で減少しております。しかしなが

ら、子どもたちがスポーツに親しみ取り組める環境づくりに努めた結果で、多

くの児童がスポーツ少年団に加入しているということでｂ評価とさせていただ

いたところでございます。登録者数につきましては、ここ数年減少傾向にござ

いますので、団員数の少ない女子児童の加入に向けた取組というものに着手し

ていく必要があるのかなというようなところで課題として考えております。 

         ３番目の（５）－２、子どもアスリート育成事業ですが、スポーツをする目

的や経験等がさまざまな子どもたちのふれあいを目的とした陸上教室というも

のを開催させていただきました。２４年は５０人の参加者が、当日はちょっと

天候が悪かった関係もございまして、２５年度は４１人ということで減少して

おります。 

         この事業につきましては、２３年度から行っておりまして、２３年度は初心

者向けのサッカー教室ということで、きっかけづくり、芽生えということと、

２４年度はバレーボール教室ということで、経験者向けの教室で、育成、育み、

２５年度はふれあいというような形で、対象とする子どもたちや狙いを変えま

して、さまざまなニーズに対応できるよう実施できましたことからｂ評価とさ

せていただきました。 

         次の（５）－３新体力テストでございますが、小・中学校の全学年で新体力

テストを実施したものございまして、指標、実績値につきましては、小学校５

年生から中学校３年生までの男女の数値を集計しておりますので、その全種目

数の８６種目実施種目数のうち前年度よりデータ欄に見た向上種目数で比較を

しておりまして、２４年度の４８種目から２５年度は３８種目ということで減

少をいたしております。この向上種目数については年々減少しているような状

況でございまして、ｃ評価とさせていただいたところです。 

         今後は、運動する機会や環境の充実というものを図るために効果的な取組な

りをまずは調査、研究が必要であるというところで考えております。 
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         次に、（５）－４食育の日に食育月間でございますが、それぞれの学校で食

育の日、食育月間の取組を定めて進めたもので、小・中学校１９校のうち１９

校とも実施をしておりまして、２４年度から２５年度、数値としては変わりま

せんが、それぞれの学校で地域の特性や、保護者の皆さまと連携した特色ある

食育指導を進められましたことから、ａ評価とさせていただきました。 

         次に、（５）－４、食に関する指導でございますが、まず、児童を対象とし

た食育学習ということで、給食センターの方によります、栄養教諭の方が学校

の方を訪問させてていただくということで、その訪問回数が２４年度が１１５

回から、２５年度は１５１回ということで、栄養教諭がそれぞれの学級活動、

２年生から３年生の指導を行ったものでございます。ａ評価とさせていただき

ました。 

         昨年度の外部評価委員会の方では、１年生から食育指導を始める方が良いと

いう意見を頂戴し、平成２６年度からは１年生からの実施を計画して、さらに

子どもたちにわかりやすい指導内容にということで心がけたいと思います。 

         次に、保護者や各種団体を対象とした食育講座の実施ということで、２４年

度の参加者数２５９人に対しまして、２５年度は４５９人ということで増加を

しております。ａ評価とさせていただきました。 

         学校給食センターが２５年度に新しいセンターとして稼働いたしまして、こ

ちらの方でも試食会等がふえたものございまして、今後もさらにこういった試

食会を通じた食育の講座等を開催して、参加者をふやしたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

 

委員長      どうもありがとうございます。 

         では、皆さん、いかがでしょうか。 

 

山川委員     失礼いたします。（５）－１のジュニアスポーツフェスティバルですけども、

私はどういうものか、ちょっとわからなくて、教育委員会が発行されました

「コンパス」というのをちょっとプリントアウトして事前に見てきたんですけ

れども、そういうちょっと上のお兄さんとかお姉さんと一緒に、子どもたちが

交流して運動に親しむっていうのは、とても良いことだなと思います。 

         この参加人数ですけれども、児童数がふえれば上がっていくので、参加の割

合で表現された方が良いのではないかなというふうに思いました。 

         それから、スポーツ少年団ですけれども、やはり指導者あっての活動だと思

いますので、やっぱり指導していただくかた、いろんなスポーツの分野から登

録していただくのか、ちょっと私わかりませんけれども、そういう形でふやし

ていくことも大事じゃないかなと。ちょっとマンネリ化してないかな。いや、
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ちょっと離れているので、私もわからないんですけど、今まででもちょっと見

てますと、そんなふうにも感じたので、昨年度もそういう意見があったという、

いろんな女の子であったりが入れるような、広げていっていただきたいなとい

うふうに思います。 

         それから、新体力テストですが、特に昨年は半減っていいますか、８６分の

３８ということで、大変減ってはいるんですけれども、特に何かそのどの力が

劣っているとか、そういう特徴的なものとか、傾向とか、そういうのはあるの

かなというふうに、もしわかっていれば、教えていただきたいなと思います。 

         それから、やはり食については、やっぱり１日の２食は家庭で食べておりま

すので、家庭での食生活がやっぱり大きなウエイトを占めていると思います。

食育講座の開催など、何度もされているみたいですけれども、給食センターま

で足を運ぶのも大変な場合もありますし、ちょっと何か参観日なんかにそうい

うコーナーを保護者の目につくようなところに掲示物をするなり、学校の方も

取り組んでおられると思いますけれども、そんなちょっとやりかたを変えてみ

るとか、違う角度から迫ってみるということもおもしろいかなというふうに思

いました。 

         この学校訪問回数ですが、こんなにたくさん出られるんですか、給食センタ

ーから。１５１回っていったら、相当出ていらっしゃるなというふうに思った

ので。学校の方もやはり担任を中心に、給食主任を中心に、センターから栄養

士さんが来てくださったときだけの食育じゃなくて、日々していかないといけ

ないことだなと、まずやはり人間は食べることからですので、というふうに思

いました。 

 

委員長      いろいろなコメント、御意見をいただきました。 

         その中での一つは、スポーツ少年団とかの指導者に関する件にもし、何かご

ざいましたら。 

 

スポーツ保健課長  それぞれ貴重なコメントをいただきましたので、それぞれ、少しだけずつちょ

っと御説明させていただきたいのですが、ジュニアスポーツフェスティバルＫ

ＵＳＡＴＳＵにつきましては、指標の捉えかたということで、御意見として賜

りたいと思いますが、それぞれ参加した児童に対して、全児童に対して満足度

といいますか、そういったアンケートをしておりまして、そういった部分で、

事業としてどうなのかというところも評価をしているということで、あわせて

評価をしているということでございます。 

         それから、スポーツ少年団の方につきましては、指導者をふやすというとこ

ろは、大変一つの方向として重要なところなんですけども、課題といたしまし
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ては、子どもたちがスポーツに親しむきっかけづくりとかスポーツを好きにな

っていくということを、もう片方で重要なポイントとして取り組まないといけ

ないというような部分で考えておりまして、その受け皿としての指導者のかた

というのを働きかけることも、考えていかなければいけないと思います。 

         ３番目の体力テストにつきましては、御承知いただいたかもしれませんが、

昨年度、新聞紙上の方でたくさん出たのですけれども、全国体力テストの結果

で、滋賀県が、中学校は全国平均よりも上だったのですけど、小学校は全国の

平均より下だったということで、小学生の体力低下ということが、滋賀県内と

して課題になっておりまして、草津市のデータとしても、滋賀県と大体同じよ

うな傾向になってるんですけれども、特に、余りよくないといわれるのは、投

力、ソフトボール投げというのがあるんですけど、その投力や持久力というと

ころが弱い傾向がございまして、これは小・中学ともに言えるようなところで

ございます。そういうところで、日々の学校の取組の中でカバーしていけるよ

うな、効率的な取組ができるようにということで、これは１点目のジュニアス

ポーツフェスティバルの方は、立命館大学と連携しながらやっておりまして、

そこのスポーツ健康科学部というものがございますので、そちらの先生がたに

相談しながら、どういった取組が良いのかというのを少し取組を今年度から始

めるところでございます。 

         それから、食育指導の部分で、家庭への情報提供ということで、参観日での

広報というのを参考にさせていただきたいと思いますが、今年度からやりまし

た新たな取組といたしましては、これまでは「広報くさつ」に給食の献立を掲

載しておったんですが、少しその対象者が限られてくるということで、今年度

からその広報の掲載をやめまして、直接保護者のかたにプリントをお送りする

と。そのときに、裏面に食育情報を掲載するということで、ダイレクトメール

みたいな形になりますが、そういったところも活用しながら、広げていきたい

なと思っております。 

         最後の食育学習の訪問回数１５１回といいますのは、給食センターの方に、

それぞれ在籍校があるのですけども、３人の栄養教諭というのがおりまして、

その者が分担して、それぞれの学校の学級活動の方に行ってみてもらう。これ

は各市町の規模なり、学校規模によって配置人数は変わってくるのですが、草

津市の場合、その３人で分担しております。その３人が学校を訪問するときだ

けではなくて、それぞれの学校で食育指導計画というのを年間で定めておりま

すので、そういう訪問の部分もきっかけにしながら、それぞれ学校で取組がで

きるようにということで考えていこうと思っています。以上でございます。 

 

委員長      ありがとうございます。 
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         前田委員、よろしくお願いします。 

 

前田委員     （５）－２のスポーツ少年団育成事業なんですが、すみません、ちょっと的

外れになるかもしれないんですが、私、息子が草津市のミニバスケットボール

のスポーツ少年団に入っていまして、ミニバスは草津の小学校の数よりも少な

くて、四つしか団がないんですけども、大津の場合は各小学校にミニバスのチ

ームがあるんですね。そうすると、同じ小学校にあるんで、入りやすいとかっ

ていうのがあるんですけども、うちの場合はだったんですけども、わざわざ調

べたりして、老上地区まで毎日親が送迎していて、結構親の負担が大変だった

んで、例えば同じ小学校区にスポ少があったら、ほかの野球とかサッカーはあ

るかもしれないんですけども、参加しやすいというか。すごいスポ少は入れて

よかったなと思って、チームワークとか、感謝の気持ちとか、礼儀とかいろい

ろ教えていただいて、本当に指導者のかたに感謝してるんですけども、だから、

各小学校区にあれば、もっと入りやすいんじゃないかなと思ったのがありまし

た。 

         あと、食に関する指導で、今後の課題の中でアレルギーに関する研修会を教

職員に行うみたいなことがあるんですけども、実際、給食の中で牛乳を飲めな

い子とかがいたりするんですけども、それが好き嫌いじゃなくて、アレルギー

で飲めないということを、子ども、児童にもわかるような教育の機会は実際あ

るのかなというのがまず質問と、あと、先ほどおっしゃっていた給食の献立が、

今まで広報だったんで、それを切り取らないと冷蔵庫にいつもはるんですけど

も、忘れたりするんですけども、ことしからは学校の保健だよりの裏に献立が

全部あるんで、それをはったり、表側にはいろんな給食のレシピが載ってあっ

たりして、すごくこれは良いなと思っていました。以上です。 

 

スポーツ保健課長   まず、１点目のスポ少のところなんですけども、子どもたちがスポーツをす

る人口が少なくなってきたということもあるかもしれないんですけど、昔はそ

れぞれの小学校にそれぞれの団があったんですけど、だんだんとその競技をす

る子どもが少ない種目については、二つとか三つとか複数の学校で団を組んで

いくようにというようなことの運用が変わってきたので、今おっしゃっていた

だいいてたような形になってくるかと思いますが、サッカーとかはやっぱり競

技人口、子どもたちのやる人口が多いので、それぞれあったり、野球もそれぞ

れあったりするんですけども、おっしゃっていただくように、バスケットにつ

いてはそういった形で複数の学校でやっておられることかと思います。 

         先ほどの山川委員の御意見にもございます指導者っていうのが一つの受け皿

の課題としての要因ということになるかと思いますので、これについてはこの
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競技をまとめているあるいは、スポーツ少年団のことをまとめている体育協会

というところがありますので、相談をしながら、できるだけ入りやすくなるよ

うな、環境整備の部分を考えていきたいというふうに思います。 

         それから、アレルギーの対応についてですけれども、委員の皆さんも感じて

いただいているかもしれませんけれども、アレルギーに対する注目度が年々高

まってきておりまして、実際、子どもたちの中にアレルギーを持っているとい

う子どもたちがふえているような状況が今もございます。特に、給食で注目さ

れるのはアレルギーによる事故とかっていうことがございますので、教育委員

会それから学校含めて、アレルギーの対応というのは年々しっかりとやってい

かないといけないということで、今年度はアレルギーで一番怖いのはアナフィ

ラキシーショックという、死亡につながるようなこともございまして、それは

救急搬送をするんですけど、その間に学校の方で救急搬送しないといけないか

どうかというような判断がなかなか難しい部分がありますので、今年度、教育

委員会の方でパルスオキシメーターといいまして、指を突っ込むだけで血液中

の酸素がどれだけあるかというのをはかる機械の購入をさせていただきました

ので、そういったものを用いて研修をする。それはまず、教職員なり担当の先

生にするんですけど、今御指摘、御意見いただいた子どもたちにもそのアレル

ギーというのを理解してもらうということから必要だという点かなと思います

ので、また、子どもたちに向けての広がりということで考えていきたいと思い

ます。以上でございます。 

 

委員長      すごいたくさんの取組をされていますので、私からなんですけども、（５）

－２のアスリート育成事業に関してなんですけども、年々、対象種目を変えら

れてるっていうことだったんですが、可能であればなんですけれども、その評

価が高いやつっていうのは継続できると良いなというふうに感じました。それ

ぞれ、注目されてやっていくっていうのも良いとは思うんですが、人数は少な

くてもすごく評価が高かった取組っていうのがあれば、継続できればなってい

うのをちょっと感じました。 

 

スポーツ保健課長   スポーツ教室の中でも参加者数が多い、人気がある種目、例えばサッカーで

すと、たくさん集まるんですけども、教育委員会の方でこの取組を始めたので

すが、今、後ほど社会体育の分野で出てくるんですが、先ほど申しあげました

体育協会とか、地域スポーツクラブの方でもこういった初心者向けの教室とい

うものの取組が始まっておりまして、そっちの方でサッカーとかをやっておら

れる、あるいはほかの種目もやっておられるというふうな状況が並行して出て

きていますので、今度、教育委員会としては先ほど言いましたスポーツ少年団
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の事業で、それで、例えば女子の子どもたちに向けた教室でありますとか、あ

るいはあまり競技人口がいない競技みたいなことに着目しながら、そちらの方

向に行かないといけないのかな、行政としてはそういう役割はそちらの方の構

成かなというふうなところでちょっと考えておりまして、また、今後の事業展

開を考えておるところでございます。 

 

委員長      どうもありがとうございます。 

         ここはよろしいでしょうか。 

         はい、では次に行かせていただきます。 

         １４ページのところです。よろしくお願いいたします。 

 

スポーツ保健課長   １４ページの施策の６番、子どもの安全・安心の確保で、１５ページの取組

の状況で御説明を申しあげます。 

         （６）－１、スクールガードリーダー巡回指導の実施ということで、スクー

ルガードリーダーが滋賀県警のＯＢのかたにスクールガードリーダーというの

になっていただきまして、草津市の場合は２名のかたが各小学校を巡回し、そ

れぞれ各学校２回の巡回指導を行っていただきまして、安全確保のための指導

を行っていただきました。実施校数としては１３校分の１３校ということで、

２４年度から２５年度は同じ数字でございます。内容といたしましては、実例

を交えた指導などで、子どもたちへの安全教育あるいは保護者とかスクールガ

ード、教職員への危機管理意識の高揚も図っていただいたということで、ａ評

価とさせていただきました。 

         次の（６）－２の携帯用防犯ブザーの配付でございますが、小学校の新入生

を対象に防犯ブザーを全ての児童に配付したもので、配付率としては１００％

で、２４年度から２５年度は数値は変わっておりません。これにつきましても、

先ほどのスクールガードリーダーの巡回指導等で、実際に携帯用の防犯ブザー

を使いながら、子どもたちへの防犯意識の醸成に取り組んでいただいたという

ようなところでａ評価とさせていただきました。 

         一つ飛ばしまして、（６）－３の学校安全対策ボランティア巡回事業という

ことで、児童の登下校時のスクールガード、見守り活動を実施していただきま

した。登録者数につきましては、２４年の３,５０３人から２５年度は３,２８

０人ということで減少いたしておりますが、地域住民のかたと連携して登下校

の見守りで安全・安心の確保に努められたということで、ｂ評価とさせていた

だきました。以上でございます。 

 

学校教育課長   失礼します。続きまして、一つ飛びました（６）－２、緊急メール配信シス
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テムの活用について、学校教育課の中瀬が御説明をさせていただきます。 

         学校に設置いたしておりますコンピューターネットワークシステムを利用し、

保護者に対してメール配信システムを緊急時用として活用をいたしました。簡

単に申しますと、不審者が発生したというふうな情報が学校に入ってまいりま

すと、その情報を学校のメール配信のシステムで保護者に連絡をするというこ

とでございます。これにつきましては、小・中学校全ての学校で実施をしてお

りますが、課題といたしましては、当然、保護者のいわゆる希望がなくては登

録していただけませんので、多い学校ですと９５％前後登録をされている学校

もありますが、少ない学校になりますと７５％前後というふうに、ちょっと開

きがございます。その登録されていないかたに対しましては従前どおり電話連

絡、あるいは保護者通知、そういうふうな方法で改めて周知をさせていただい

ているところです。以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         では、御意見の方、よろしくお願いいたします。 

 

山川委員     まず、やっぱり子どもたちが犯罪や事故から自分の身を守るという、意識を

高めていくことが大切ではないかなというふうに思います。 

         スクールガードリーダーさんの巡回とか、校区の交番の警察官のかたとか、

来ていただいて、安全教育を一層進めていただきたいなというふうに思います。 

         それから、スクールガードさんは、たしか保険に入っていただいているので、

だから、どうしても登録ということになるんですけれども、やはり私ももう随

分前ですけど、勤めているときに、高齢になってきたとか、自分自身の体調も

含めて辞退されるというかたもありましたので、募集の仕方は学校、校区によ

って違うと思うんですけれども、年度途中なんかでも募集とかはされているの

か。その最初だけなのか。自ら言ってきてくださるかたもありますし、いろい

ろあると思うんですけれども、何か、そういう広報なんかにもちょっといれて

いただくとか、市民のかたの目につくような形で、少しでも広がっていけばな

というふうに思います。 

         メール配信は、本当に進んでいるなというふうに、時代がどんどん変わって

きているのでそう思ったんですけれども、地域のかたでも登録されているので

しょうか。保護者だけというか、そのスクールガードのかたの中に、例えば自

治会の会長さんとか、そういうかたも登録していただいるのか、以前、そうい

うときには自治会長さんとこに電話したりとか、そういう保護者には文書とか、

そういうことの経験がありましたので、もし、御理解いただけるなら、そうい

う地域のかたにも登録していただくと、あと、きょうは出るつもりやなかった
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けど思って、出ていただけるかもしれないので、されてたら良いんですけれど

も、すみません、以上です。 

 

スポーツ保健課長   今の御意見いただきました中で、スクールガードさんの保険等の関係ですけ

ど、高齢になったり、辞退されるとかというようなところで、今回も２４年度

から２５年度で人数が減っているんですけども、確かに地域のボランティアの

かたで、御高齢になられてやめていかれるということがございますのと、それ

から、草津市は子どもたちの人口が今はふえているような状況なんですけれど

も、社会情勢といいますか、その保護者のかたは働いておられる保護者のかた

も多くおられますので、なかなかこのスクールガードさんの人数をふやしてい

くというか、一つ大きな課題になってるんですけども、保険の加入の状況取り

まとめの方を県民局がしておりますおりますので、加入の状況を見ております

と、年度途中で入られる、やっていただけるというかたも数名いらっしゃるん

ですが、多くはもう各学校で年度初めに地域の方にお願いして入っていただく

いう形が多いのかなと思います。 

         広報につきましては、できるだけいろんな機会でとは思っているんですが、

一度、数年前に通学路で大きな事故が発生いたしまして、２年ほど前でしたか

と思うのですが、そのときには通学路の取組とあわせて、このスクールガード

の取組についても広報をしたところでございますが、また、いろいろな機会を

捉えて広報をしていって、うちのスクールガードさんがふえていくような形と

いうふうに考えていきたいと思います。 

         それから、メール配信システムにつきまして、一般のかた、一般のかたの部

分につきましては、ちょっと担当が違うんですが、危機管理課の方から危機管

理メールということで、不審者情報、これは子どもたちに対する不審者じゃな

くて、大人に対する不審者ということも一緒にあわせてやっていますので、各

学校でその不審者メールの登録をしてくださいというお願いをしているんです

が、教育委員会の方から、スクールガードさんにそういう登録をしてください

というようなお願いは、学校の方を通じてしておりませんので、また、そうい

ったことも今後の取組として考えさせていただきたいと思います。 

 

山川委員     ちょっと難しいでしょうね。 

 

委員長      はい、山川委員。 

 

山川委員     やっぱり、あれ有料ですよね、受ける側も。 
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スポーツ保健課長   はい、通話料は、通信料は。 

 

学校教育課長   メール１通とか、数通であれば、そんなにはかからないとは思いますけども。 

 

山川委員     やっぱり理解がないと、なかなかね、押しつけるわけにはいかないと思いま

す。ありがとうございます。 

 

委員長      どうでしょう。 

 

前田委員     私も（６）－３のスクールガードさんの件で、すみません、山川先生と重複

するかもしれないですけども、保護者の中でも、やはり登下校の立しょう当番

というのを順番に回して、子どもたちの見守りをしてるんですけども、やはり

スクールガードさんの存在、見守りが本当に心強くて、もうみんなが安心でき

るっていうことで感謝しています。その中で、減少傾向にあるというふうにな

ってまして、実際、広報活動されているかと思うのですけども、昨年度ですか、

２５年度から何か、スクールガードさんをふやすためにされている活動とかが

具体的にあれば、お聞かせいただきたいなと思いました。私も近所で子育て落

ちつかれて、御夫婦でウオーキングとかされている家庭に、学校の下校時間に

歩いてくれるとうれしいですとか言ったりしてるんですけども、この登録とな

ると、保険とかが入ってくるというのをきょう初めて知って、じゃあ、登録し

てくださいっていうふうに言ったりする方が良いのかなと思ったりしました。

以上です。 

 

スポーツ保健課長   スクールガードさんが減少しているということへの対策というようなところ

での広報周知のことですが、なかなか今おっしゃっていただいたようなきめ細

やかな対応とか、そういった広報というのができていないというのが現状で、

教育委員会としては各学校にお任せしているような現状というのがございます。 

         しかしながら、先ほど冒頭で、前田委員さんがおっしゃっていただきました

ように、働いておられる御家庭にとっては特に下校時間とかっていうのは、や

っぱりなかなか立しょう当番とかできない部分を、地域のかたが積極的に活動

してくれているというのは、大変大きなことでございますので、学校とも連携、

協働しながら、どういった広報が良いのか、どういったものが有効なのかとい

うのをまた今後探っていきたいなというふうに思います。 

 

委員長      どうでしょうか。 

         では、次に進ませていただきたいと思います。 
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         １６ページのところですね、お願いいたします。 

 

生涯学習課長   （７）生活習慣形成のための啓発活動の推進ということで、生涯学習課の奥

谷が御説明申しあげます。 

         １７ページ、４事業挙げております。 

         （７）－１、一つ目、家庭教育学習出前講座ということで、こちらは、例え

ば、生涯学習課でありましたら青少年の現状ということで、現在でしたら、ス

マートフォンとか、また非行の状況、また、学校教育課でありましたら、学校

と家庭との連携と役割分担、また、スポーツ保健課では子どもたちの健やかな

成長のために、また、学校給食試食会というような形で、職員が要請がありま

したら、出前講座にうかがうというものです。 

         周知先としましては、市民育成会議、この団体さんやＰＴＡの団体さんに、

出前講座使われませんかということで周知をさせていただいております。 

         今回、事業が２５年度も２講座しかできておりませんでしたので、ｃ評価と

させていただいておりました。ただ、いつでもまた、要請があれば出てまいり

たいなというふうに、体制を整えてはいきたいと思っております。 

         次、（７）－１、同じく「広報くさつ」への記事の掲載ということで、家庭

教育に関する記事を掲載させていただきました。何よりも、やはり家庭でのコ

ミュニケーションが大事だと考えておりまして、依頼があったら行くばかりで

はなくて、広報の方でも、広く皆さんに周知したいという思いでもって、２５

年度は回数をふやしまして、奇数月の１日号、必ず載せさせていただいており

ます。活動がふえたということで、ａ評価とさせていただきました。 

         （７）－１、同じく家庭のカレンダー配付ということで、これは平成２１年

度に、市立の公立の幼稚園、小学校、中学校の在籍の保護者のかたに、一斉に

子どもたちや保護者のかたに気づいてほしい一言を、毎日、毎日、日めくりの

カレンダーのところに一句載せてもらいまして、それを配付させていただきま

した。その後、毎年新たに入園された子どもさんであったり、また、転校して

みえたかた、あと保育所から小学校にお入りいただいたかたなどの保護者のか

たに配付させていただきました。そういった形で１００％、行き渡っていない

おうちに配付させていただいています。数値的には１,１３５部配付させてい

ただきました。 

         ただし、これに関しましては、よりもっとコミュニケーション力を高めてい

ただきたいということで、今回２５年度で事業を終了いたしまして、２６年度

からは新たに家庭読書、「うちどく」と言われる読書を中心としながら家族で

コミュニケーションを図っていただきたい、その仕方、やりかたをじっくり保

護者のかたに啓発してまいりたいと、そういうふうな事業展開をしてまいりた
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いなと考えています。 

         あと（７）－２、家庭教育学習事業費補助金ということで、これはそれぞれ

の幼稚園、小学校、中学校で単位ＰＴＡさんが生活習慣であるとか、食育など

の講座をされたいというときに補助金を出しているものです。２９校・園ある

中で、１９していただきましたので、ｂ評価とさせていただきました。 

         こちらで、やはり読書活動と、あと食育というところがかなり人気があると

ころでございます。以上、簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。 

 

委員長      ありがとうございました。 

         意見がございましたら、お願いいたします。 

 

山川委員     家庭教育、出前講座、２か所でしょうか。２回っていうのは。 

 

生涯学習課長   ２か所になっています。一つは小学校のＰＴＡさんお一つと、あとは１学区

のところの市民育成、青少年の育成市民会議さんのところで実施させていただ

きました。 

 

山川委員     三つテーマがあるということなので、それで２回というのはもったいないな

というふうに思いますし、なかなか本当に子どもの授業を見るというときは保

護者はいっぱいいらっしゃるんですけれども、あとはそういうお話とかになる

とぐっと減ってしまう。くっつけてても、そういうこともあるんですけれども、

参観日などにちょっとその間１時間ほど、１時間分ぐらいどっかのお部屋を借

りて、本当にミニ講座みたいなことをしていってもらって、こんなんしてるん

ですいうのをアピールするのも、良いことかなというふうに思いました。何か、

それが学校の方がどういうふうに言われるか、わからないですけれども、それ

でもちょっと変わった取組もしても良いのではないかなというふうに思いまし

た。 

         （７）－２の家庭教育学習事業費補助金ですけれども、家庭教育学級ってい

うのがだんだん入られる保護者が少なくなってきているんじゃないのかなと。

ＰＴＡは皆さん入ってらっしゃるけれど。でも、そういう中で保護者同士が交

流されるっていうのはとっても良いことだなというふうに思うんですけれども、

何か、どうなんでしょう。これは依頼があったら補助を、お金を出されるとい

うことですよね。忘れてはったら、なしですか。出しますよと、それは言われ

るんですか。 

 

生涯学習課長   そうですね。 
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山川委員     すみません。 

 

生涯学習課長   年度当初にお知らせは、必ずＰＴＡさんの団体の代表のかたにお知らせさせ

ていただいてます。きっとお金を使われなくても、うまくまた、いろいろ研修

会っていうんですか、ふれあい活動とかされているところはあるかなと思うん

ですけれど、今回は講師さん呼んでというふうなところの講座を利用されよう

とされたら、こちらを使われてることが多いと思います。 

 

山川委員     わかりました。そうですね。 

 

前田委員     家庭教育学習出前講座が２件というのがすごく少ないなって感じたのと、ど

うしてかなって、こう最初、資料見てて思ったんですけど、要請があればって

いう話だからかなと思ったり、あと、周知はされているのかなっていうのをち

ょっと疑問に思いました。 

 

生涯学習課長   今の件なんですけれど、今年度は周知方法を、申込書も添えて、ＰＴＡさん

の総会のときにどうぞ御利用くださいという形で、工夫はさせてはいただいて

ます。なかなか需要がないので、できたら、本当にどういうことを知りたいの

か、どういうことを学びたいのかというところを、こっちの方も、またしっか

りと考えさせてもらって、利用しやすいような、例えばタイトル一つでもイメ

ージがつかめるような形で進めてまいればなと思います。 

 

委員長      僕も、ここに関してのことで、今、されてる出前講座の内容をちらっとおっ

しゃってたとは思うんですが、読書のことであるとか、食育のことであるとか

ってなると、もしかしたら、ほかの、先ほどの給食センターのかたが食育活動、

学習をされるというものであるとか、例えば、まだわかんないですけど、図書

館の方で読書のことに関することをやっておられると、テーマがかぶるような

感じがするんですけれども、どちらにどういう形で連携されるかは、そういう

場合だと連携した方が良いんじゃないかなというふうにも感じるんですが、そ

のあたりはいかがでしょうか。 

 

生涯学習課長   委員長、おっしゃっていただいてますように、食育、やっぱり学校給食のこ

のあたりが一番人気がありまして、実はこの項目も含めて啓発をさせてもらっ

てます。どうしてもそちらの方が人気があるという形にはなってるんですけど

も。 
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委員長      あ、そうか。学校給食のやつと家庭でのっていうところに特化された講座に

なるっていうことですかね、こちらの方に入ってくるのは。 

 

生涯学習課長   ではなくて、同じものでもって周知させていただいて、どうしてもそちらの

方が。 

 

委員長      ニーズが多分あると思いますので、そのあたりの把握等をしていただければ

と思います。 

         ほかは何か。 

 

山川委員     ちょっとすみません。 

 

委員長      はい、どうぞ、はい。 

 

山川委員     もう終わったことなんですが、もう家庭のカレンダーは配付されないですね。

これはなぜ市内、市立の幼稚園、小学校、中学校の家庭なんですかね。私立と

か、国立の大学法人とか行ってる子どもさんもいらっしゃると思うんですが、

そういうところには、同じように税金払ってらっしゃるのに、何で行かないの

かなと、私はふっと、私立の保育所も、もう小学校入るとき保育所からこられ

るかたもあるし、でも、ちょっと家庭のカレンダーもはっきりどんなものかわ

からないんですけれども、やっぱり渡すなら、市民全員っていうか、 

 

委員長      そうですね、市の中の、学校ということですか。 

 

山川委員     市民全員、じゃないかなというふうに思いました。すみません、もう終わっ

たので、あれなんですけど。 

 

委員長      よろしいですか、はい。 

         はい。 

 

生涯学習課長   すみません。また、そういったことも含めて広報、広報なら皆さんに行き渡

るというところで、また、「広報くさつ」も活用しながら、いろいろ進めたら

良いかなと考えてます。 

 

委員長      よろしいでしょうか。 
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         それでは、次の項目に移りたいと思います。 

         １８ページ、１９ページのところです。 

         はい、よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   （８）－１、道徳時間、道徳の時間の実施につきましては、先ほど１１ペー

ジで（４）－１のところで、同様の内容について御説明をさせていただきまし

た。ただ、成果の実績につきましては、学校の決まりを守る児童・生徒の割合

と、肯定的な回答をした子どもの割合ということになりますので、その数字で

いきますと、２４年度より２５年度は若干落ちました。先ほどから御説明させ

ていただきました草津の教育が目指すものの、目指している指標よりも若干下

がっているというふうなことで、ここはｂ評価というふうなことでさせていた

だいております。 

         （８）－２のグレードアップ連絡協議会と申しますのは、そこにありますよ

うに、市内を六つの中学校区があるんですが、そのうち、小さな中学校区を二

つ一組にしまして、全体を四つのエリアに分けまして、各小学校、中学校の生

徒指導、教育相談の担当者が月１回集まりまして、そこに市がお願いしていま

す社会福祉士、あるいは精神保健福祉士というスーパーバイザーも一緒に行っ

ていただいた上で、課題のある子どもたちのアセスメント、プランニングって

いうふうなものをみんなで一堂に会しながら検討するという会議を持っており

ます。 

         アセスメントと申しますのは、簡単に言いますと「見立て」と言われます。

それから、プランニングは「てだて」です。ですから、その課題のある子につ

いて小・中学校の担当者あるいはスーパーバイザーの方で、この子の、例えば

特性だけを見るんではなくて、いわゆる置かれている環境をどういうふうに改

善していったら、課題が改善されるかというふうなことを中心に話し合いをし

ています。 

         それからもう一つは小・中一緒に担当者が話し合うことで、どちらかといい

ますと、中学校の方が長けていると言われます生徒指導の手法、あるいは教育

相談の手法を、小学校の先生にもスキルとして吸収をしていただこうという狙

いを持って、そういうふうなものをさせていただいています。実施校につきま

しては、小・中学校全ての学校で実施をしておりますので、しかし、ｂにして

おりますのは、本来なら６中学校区ありますので、六つでやることがベストだ

ろうというふうな御意見もいただきましたので、２５年はｂにしています。 

         ただ、ことし２６年度から、そういう御意見も受けまして、６中学校区に分

かれて、実施をしております。 

         それから、３番の福祉体験活動の実施ということでございますが、そこに書
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いておりますような福祉体験、そういうふうなものを各小・中学校で実施をし

ております。これにつきましても、実施はしておるのですけども、ちょっと内

容に工夫が必要な時期に入ってきたかなというふうなことも思っております。

そういうふうなところでちょっと厳しめですが、ｂ評価というふうなことで、

一応あげさせていただきました。 

         それから、（９）－１のチャレンジウィークにつきましては、中学２年生全

員が１週間、５日間ですね、いろんな職場に分かれて職場体験をするというふ

うな事業を、県の補助金もいただきながら、実施をしています。 

         これにつきましては、全校全員が実施していますので、ａ評価というふうな

ことでお願いをしました。 

         それから、最後、（９）－２の各界トップのスペシャル事業につきましては、

新聞等マスコミにも多々載せていただいておりますので、御存じいただいてい

ると思いますが、２５年度につきましては、テーマを「理数、環境、ものづく

り」というふうなものに定めまして、例えば歌手の加藤登紀子さんであるとか、

例えば京都水族館の水族館長さんであるとか、あるいは違ったところでいいま

すと、ＪＡＸＡの担当者を招きまして、こういうふうなテーマに沿って、小学

生に対していろいろお話を伺ったというふうな事業を持ちました。 

         これにつきましても、小学校全部で実施をしまして、１３校ということにな

っておりますが、中学校でも実施をした方が良いんじゃないかというふうなお

声もありますので、２５年度はｂにさせていただいてますが、２６年度は一応

今小・中学校１９校で実施をするという方向で話を進めておる次第です。以上

です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         では、御意見等をお願いいたします。 

 

山川委員     ２５ページにも各界トップのスペシャル授業というのは、これはちょっとま

た説明があるのでしょうか。もう今ので全部でしょうか。 

 

学校教育課長   ２５ページのものと全く同じでございます。 

 

山川委員     また説明されますか、もうされませんか。 

 

学校教育課長   いや、御希望があるなら。 

 

山川委員     いや、だから、両方で、もうまとめて一遍に意見を言うたら良いのかどうか
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ということで。 

 

委員長      最初、これで言っていただいたら。 

 

山川委員     よろしいですか、じゃあ、最初の方でまとめて。 

 

委員長      そうですね、はい。 

 

山川委員     はい、すみません。先に、不登校とか、学校不適応について、そういういろ

んな校種間連携によって、在籍率が減少しているっていうことなので、これか

らも適切な説明等をお願いしたいなというふうに思います。 

         福祉体験は、私も現場にいるころから、何か体験してるだけに終わってない

かなということが気になっておりました。やっぱり相手の立場に立つっていう

ことが大事で、やっぱり見ていて、相手の体のことを考えた操作である、そう

いう実践力につながるような福祉教育をお願いしたいなというふうに思います。 

         ９年間で、これ誰も体験する、９年間で１回じゃなくて、２回ぐらいになる

んかもしれません、そういうことに多分なってるとは思うんですけれども、全

然別のことでもよろしいですか、ちょっと自分が、ちょっと外れるかもわかり

ませんが、先日ちょっと私、チェコに行ってきたんですけれども、そこで、地

下鉄とかにお年寄りが乗ってこられたら、若いかたがさっと立たれるんですね。

もうそれがすごく気持ちが良いっていうか。白いつえを持ってるかたがいらし

たら、その横にすっと行かれて、階段を一緒におりたげ、エスカレーターをお

りたげ、一緒に歩いている人かなと思ったら、もうホームで離れていかれると

いうので、どういう教育をすると、こうなるのかなというふうに、自分自身Ｊ

Ｒなんか乗ってましたら、お年寄りがこられても、スマホだったり、寝たふり

してたり、何か気がついておられないかもしれないけれども、混んでるのに荷

物を横に置いてるとか、そういう姿をよく見るので、やっぱりそういう実践に

なるような力をつけていただきたいなというふうに思いました。これは学校だ

けのものじゃないんですけれども。 

         それから、チャレンジウィークは、本当に草津市は早くから取り組まれてお

ります。実際、私もスーパーマーケットで品出ししている、品出し体験してい

る子どもたち、中学生を見たことあるんですけど、本当に顔も学校にいるより

良い顔してはるというか。それで大切に品物を扱っていましたし、これも事業

者の皆様の協力のもとだと思いますので、続けていただけたらなというふうに

思います。 

         各界トップによる特別授業ですが、今名前をいろいろ聞いて、へえっと思っ
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たんですけれども、やっぱり本物というか、プロというのは、子どもたちも話

に引かれていくと思いますし、全部通しまして、キャリア教育に力を注いでお

られるかなというふうに思いましたし、本当に子どものころのよい出会いが自

分の将来とつながっていければ良いなというふうに思いました。 

         人選とかは、これも全部教育委員会がされてるんですか、人選というか。 

 

学校教育課長   そうです。２５年につきましては学校教育課の方で選ばせていただきました。 

 

山川委員     それは学校から要望を聞いて、こういうかたとか。 

 

学校教育課長   一部聞くんですが、ただ、学校から出てくるのは、その本当に著名な人でし

て、言うたら、いわゆる来ていただくためのお金っていうのも限られておりま

すし、なかなかちょっと現状を申しますと、学校があげてきはるかたっていう

のは採用が難しいっていうのが実情ではございます。 

 

山川委員     結構、小学校しかわかりませんけど、６年生なんかで、最後の方にそういう

スペシャリストまではいかないけれども、いろいろ地域のお医者さんなり、何

かいろんな仕事、何でしたっけ、いろいろな海外の経験のかたとか、呼んでお

られますけれども、私もそんなにトップの人が要るのかなというふうに、実は

思うんです、そんなにお金をかけて。これもまた、たまたま昨年度学校へ寄せ

てもらってましたときに、キャビンアテンダントのかたがいらっしゃいまして、

子どもには大変近いです、３０そこそこですので。ちょっとお姉さんという感

じで。私もちょっと聞かせてほしいというので、聞かせてもらったんですけど、

自分がなぜその道を選ぼうとしたのかというので、小学生か中学生でこういう

ことがあったと。そのためにどうしたら良いかっていうので、中学校で一生懸

命勉強したと。英語ができないといけないというので、英語ができる大学に行

ったと、何か、そういう自分が進路を決めていった、道筋、ステップを踏んで

お話しされて、すごく子どもにとっても高い人じゃなくて、ちょっと手の届く、

市内の卒業生なんですけれども、母校ではないですけれども、そういうことも

良いかなというふうに、後から子どもが何かいろいろ聞きに来てましたので、

興味を持ったんだろうし、なかなかそういう機会ないと思うんですけれども、

そういうあんまりそんなお金をかけなくても良いん違うかなというふうには、

いろんな意味で思いました、すみません。 

 

学校教育課長   貴重な御意見、また、参考にさせていただきたいと思います。 
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前田委員     私も机上の学習だけじゃなくって、いろいろな体験できる取組があってすば

らしいと思います。職場体験、中学生の職場体験の課題に、受け入れ先の確保

が難しくなってきているという課題もあるようなんですが、ぜひ、今後も続い

ていただきたいと思います。 

         それと、各界トップのスペシャル授業なんですが、昨年、子どもがプラネタ

リウムのクリエーターのかたが学校に来てくださって、自分がちっちゃいとき

からの夢を語って、そういう仕事についたという話とかを聞いて、すごく興味

深かったようで、喜んでました。下の娘も、自分がそういったお話を聞ける機

会をすごく楽しみにしています。以上です。 

 

委員長      今のところであると、確かに各界のトップというのが非常に良い部分もある

ということで、予算の面もあるとは思うんですけど、それともう一方、身近な

地域のかたの取組も、もし可能であればというか、そういうところですね、の

御意見もありました。 

         最初は山川先生の方から、道徳の内容に関することですね。道徳といっても

広いので、この部分での内容としては、学校の決まりを守るという評価項目で

評価されている部分があるとは思うんですけど、社会制度部分を大きく捉えれ

ば、先ほどのいろんなかたに対する気遣いをするっていう部分も含まれてくる

のかなという部分もありますので、広く捉えた部分もあっても良いかなと思い

ました。 

         項目も幾つもありますので、次のところに移らせていただきたいと思います。 

         次、２０ページのところです。よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長   施策（１０）、青少年の健全育成運動の推進ということで３事業挙げさせて

いただいています。 

         （１０）－１、青少年育成市民運動推進事業ということで、こちらは青少年

育成市民会さんや、子ども会指導者連絡協議会さんといった市民団体のかたが、

市民のかたを対象とした研修会なりを行っていただいたものの参加者数を、こ

ちら挙げさせていただいております。２４年８１５に対して２５年は７６２人

になっておりますが、昨年はちょっと草津アミカホールのホールの内壁が崩落

した関係で、急遽ホールではなくて研修室に移動したりしたことがございまし

て、人数の方が少し減っております。しかしながら、同じような活動量で、実

際、お断りをさせていただいたという経緯がありますので、ｂ評価という形に

させていただきました。 

        （１０）－２、草津市子ども会６年生リーダー養成講座の事業ということで、

こちら、子ども会指導者連絡協議会さんがされてます６年生のリーダー、地域
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で活動、活躍してもらうリーダーを養成する講座ということで開催をさせてい

ただきました。参加者は８９人ということで、少し下がっておりますが、それ

でも意欲のある子どもたちの参加があったということで、これ、連続７回、１

年間で７回の講座になってまして、大変ハードな、どちらかというと、大変、

なかなか参加しづらい状況の講座ですが、それでも参加してくれたということ

でｂ評価とさせていただきました。 

         また、（１０）－３、少年センター、こちらあすくるの、あすくる草津も含

むということで、あすくる草津での非行少年の立ち直りということで、それぞ

れプログラムの方でするものなんですが、それも含めた少年にかかわる相談の

件数を挙げさせていただいてます。７５５件から８４０件という形でふえたの

でａ評価とさせていただきました。昨年、電話相談のさらなる充実を図ってい

ったらどうかということで、少年センターだよりの方に、専用電話番号を掲載

しましたので、そういったことからかもしれないんですが、電話相談もふえま

して、成果があったかなということでａ評価としております。以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         それでは、御意見、よろしくお願いいたします。 

 

山川委員     ６年生のリーダー養成っていうので、卒業後も地域の活動で積極的に参加し

ているということで、そういう子どもたちを育てていただければなというふう

に思います。 

         それから、相談活動がふえているのは、やっぱり悩みを相談できるところが

浸透してきたのかなというふうに思いますので、一人で抱え込まずに相談でき

るというのはありがたいことだなと思いました。以上です。 

 

委員長      ほかにありますか。 

 

前田委員     私は特にありません。 

 

委員長      そうですね、私の方からは（１０）－３の相談のところなんですが、昨年度

からの電話相談の方法という形では、それでふえたという実績があるとは思う

んですが、実際に悩みを抱えている子どもたちというか、にうまく伝わる方法

っていうことがこのセンターだよりも含めてだとは思うんですけども、何てい

うか、そういう子どもたちにさらにそういう子どもたちが、いかにそういうと

こに気がつくかっていうか、相談しようという形になるかという、言葉では周

知方法ということになるとは思うんですけど、もっと、例えばもっとほかにも
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あるのかっていうふうには思うんですけども、ちょっと実際にはすぐには思い

つかないんですけども、多分、できるだけ、もっともっとっていう、可能な限

りっていうところが考えていただければ、ありがたいなっていうふうに感じま

したけど。 

 

生涯学習課長   おっしゃっていただいているとおり、待ちの姿勢ではだめだと思いまして、

今度少年センターでは、巡回しまして、また気になる子どもさんに声をかけて、

こういったところあるから、相談においでねという形で啓発もしておりますの

で、いろいろ工夫させていただいて、努めてまいりたいと思います。 

 

委員長      この事業は、若干人数的な減少はあるけど、内容的には非常に充実した内容

になっているかと思います。 

         はい、ありがとうございます。 

         それでは次に移らせていただきたいと思います。 

         こちら２２ページのところからお願いいたします。 

 

学校教育課長   まず、（１１）－１は検定事業についてでございますが、小学校、中学校で

漢字検定を全学校で取り組む、全中学校で英検も取り組むというふうな事業を

展開しております。主な取り組みの成果のところにもありますとおり、漢検で

は、２４年、２５年と協会から連続して奨励賞を、笠縫小学校がもらう、それ

から２５年につきましては書いてませんが、草津小学校も受賞しました。ある

いは、特別賞を草津中学校や草津市教委は２年連続受賞をしていると、そうい

うふうな成果があります。 

         さらに英検においては３級を取得する生徒の割合が全国、滋賀県よりも大き

く上回っているとありますが、具体的な数字申しますと、草津市は中学校で４

５.９％の子どもが３級を取得していると。国は３０％、滋賀県は２５％であ

ります。この数字から見ても、やはり草津市の取組が功を奏していると考えて

ございます。 

         それから、（１１）－２のモジュール学習でございます。簡単に言いますと、

１時間目が始まるまでの時間帯で、１０分、１５分の時間を利用して、月曜日

から金曜日まで読書や、例えば漢字練習、計算問題等々のドリル学習に取り組

むというふうなことをしております。全小・中学校で実施をしております。 

         それから、次の（１１）－３でございますが、学力向上重点事業というふう

なことで、いろんな事業を展開しておるわけですけども、実績の手法といたし

ましては、自分によいところがあると答えている児童・生徒の割合というふう

になっておりまして、２４年が７４.３％やったのに対して、２５年は大きく



 

32 

 

この割合が下がりました。これにつきましては、一応、私どもでも分析といい

ますか、学校からの聞き取り等を行ったのですが、結果を申しますと、具体的

な低下の原因というのはわかりませんでした。ただ、幾つかの学校で言うてお

りますのは、この調査、いわゆるアンケートといいますか、をとる前後で、や

はり学校が落ちつかないとか、学級が落ちつかないというふうなことがありま

すと、やはりこの数値がぐっと落ちる傾向にあるというふうなことを、幾つか

の学校で申してまして、ただ、その成果の方に、調査の結果で、６年生は７８.

３％の子が良いとこあるんやでというふうに思っているというふうなこともわ

かってきましたので、学年によっても差がある。じゃあ、６年生は何でよかっ

たのかといいますと、いわゆる昨年度から５年生の段階で、思考力を高めるた

めのプリントを家庭学習をやらせるというふうなこともやりました。それにつ

いては、添削指導もやってもらうというふうなことで、全小学校で授業化とし

てやっております。そういうふうな子どもの活動の場、認められる場、そうい

うふうなものがやはり必要なんじゃないかというふうなことを思っています。 

         一方、保護者の方にもよく言われます子どもさんに対する過保護、過期待、

過干渉、こういうふうなものについても学校の方から、やはり家庭と協力して、

子どもの自尊感情なりを高めていくためにお話をしていかなあかんなというふ

うなことも考えております。 

         それから（１１）－４のピタゴラス検定につきましては、簡単に言いますと、

計算検定なんですが、２２年から２４年まで実施をしておりましたが、昨年度

のこの点検・評価の会でも、計算については単調な反復学習になりがちで、そ

ろそろ限界と違うかという御意見もいただきましたので、それにかわってとい

うことでもないですが、その下の（１１）－４ですが、レッツエンジョイシン

キングっていうふうなものを２５年度から実施しています。先ほど、自尊感情

の向上というふうなとこでも少し述べましたけども、小学校５年生の子を対象

に、年間１５回の家庭学習用のプリントを作成し、それをやってもらう。そし

て、それを回収して添削指導員という人に、○・×をつけるだけじゃなくて、

こういうことを視点に考えてみようとか、ここ、惜しかったねっていうふうな、

いわゆるコメントを子どもさんに向けて書いていただく。それを返して、子ど

もがやる気を持って家庭学習に取り組める、あるいは思考力を向上させると、

そういうふうなことを狙ってやっておるところでございます。 

         それから、（１１）－５につきましては、学校説明会等の実施ということで、

全小・中学校で説明会をもちろん実施しておりますし、学校通信、学年通信

等々、いろんな通信類とともに、先ほども申しましたように、草津市の小・中

学校の学校のホームページは、ここ２年ほどで飛躍的によいものになっていま

す。滋賀県の中でもベスト１０の中に、３校ぐらいは常に小・中学校で入って
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います。それは何かといいますと、更新回数でありますとか、内容とか評価し

ていただいてるんですが、そういうふうな状況にありますので、そういうふう

なところで保護者との連携もとっているというところでございます。すみませ

ん、以上です。 

 

委員長      ありがとうございました。 

         じゃあ、御意見をよろしくお願いいたします。 

 

山川委員     次代を担う子どもたちに、いま多額の予算化を草津市はしてくださっている

ということで、本当に、市民ではないんですけれども、感謝しております。今

までかかわってきたものとして。 

         子どもたちの励みや自信っていうのは、いろんな取組の中でも出てくると思

いますので、でも、やはり日々の「わかった」とか、「できた」という授業の

中での指導の工夫がまずは大事かなというふうに思いました。 

         それから、この検定というのも、ひょっとしたら、そんなことも知らない保

護者もいらっしゃるんかもしれないし、受けたくてもどういうふうにして良い

かわからないというかたもあると思うし、そういう意味ではとてもこれ、良い

ことを始められたなというふうに思っています。 

         それから、いろんな施策で子どもたちの力がどんどん成果っていうんですか、

上がっていくことを期待しています。 

         学校説明会の方なんですけれども、昨年度あたりから時々、今、中瀬課長が

おっしゃいましたホームページを見させていただいてるんですけれども、学校

によって、本当に校長先生も強い教育観っていうか、子どもたちへの思いとい

うか、そういうものがあらわれているのを見ると、親御さんも安心されるんじ

ゃないかなというふうに思います。 

         いろんな行事の、誰が書かれたかわからない、こんなことをしましたってい

うのは、もう、なんてタイトルだけぱっと見て終わってしまうんですけど、実

際、その学校に通わせておられる保護者のかたはちゃんと見ておられると思い

ますけれども、やっぱり校長先生っていうのは学校の顔だと思いますので、そ

ういう通信、学校通信とか説明会で、そういういろんな子どもたちへの願いと

か思いを伝えていただけたらなと思います。 

         結構、保護者はスポ少とか、お稽古ごとなので、学校を超えたつながりを持

ってらっしゃって、私が現場にいたときですけれども、教員なんかでも、もう

何々先生はどんな先生ということをよその学区の親が知ってらっしゃるという、

そういうようなことがありましたので、やっぱり保護者さんが自分の子どもさ

んが通わせておられる学校が本当にこの校長先生、この学校になら任せられる
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という、そして、誇りを持ってもらえるようなメッセージをいろんな形で出し

ていただけたらなというように思いました。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         よろしくお願いいたします。 

 

前田委員     私も子どもがいるんで、漢字検定とかは目標を持って取り組めるんで、良い

取組だと思います。それと、モジュール学習、小学校では読書とか、ちょっと

１０問ぐらいの漢字とか、１０問ぐらいの計算で、中学校でもあるのかなと思

ってたら、朝、毎朝読書タイムというのがあって、そういうのが設定されてい

て、授業が始まる前の準備運動みたいな感じで落ちつく時間があって、朝の貴

重な時間を有効に使えて、良い取組だと思います。 

         あとレッツエンジョイシンキングなんですけども、下の娘が、最初、それを

もらってきたときに、何かいっぱい書かなあかんねん、面倒くさいわって、言

ってたんですけども、やってるうちに、×とか間違いっていうのがなくて、計

算とかでも、どうしてこういうふうに考えたのかなとか、理科と、社会とか、

全教科が中に含まれていて、添削してもらった回答もすごい丁寧で、すごい途

中からはすごい楽しみにして、喜んでいました。漢字や計算とかの基礎知識が

すごい大切だと思うんですけども、やっぱり知識使った思考力とか、表現力と

かっていうのも大切だと思って、良い取組だなと思います。ほかの学年もあっ

たら良いのになと思いました。 

 

委員長      そうですね。この成果っていうのが今後は出てくるということで、それを見

ながら広げていかれるとかっていうところだと思うんですけど、ほかのところ

も廃止になってる部分もありますし、それにかわるものをつくられたというこ

とだと思います。実際に、実体験を通じての御意見なので、すごく力強いお話

だったと思います。 

         あと、そうですね、いろんなことを取りあげていただきましたので、ホーム

ページ等の話ですね。あれも、僕らもかかわったりもする機会もあるんですけ

ども、なかなか更新っていうのが一番難しいところですので、そういうところ

に、多分、それに強いかたもおられるんだろうなというところとかですよね。

そういう部分のノウハウというか、そういう部分も含めて、何か広められるよ

うな形ですよね、があれば良いなというふうに感じました。 

         それにしても、本当に検定のところは目標があるっていうので、非常にみん

な子どもたちもがんばって受けてたなっていうのを今思い出しております。 

         途中で、休憩のことを考えてはなかったんですが、一気に来てしまっている
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んですが、もう少し時間的なことがありますので、できる限り進めていかせて

いただいてよろしいでしょうか。 

         じゃあ、次、２４ページの方なんですが、よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   （１２）－１につきましては、学校ＩＣＴ化の推進ということで、市内の小

中学校の全ての普通教室には電子黒板が配置といいますか、導入をしておりま

す。そのハードを適切に使える教師がいなければ、何にもならないというふう

なことでして、そこには小学校、中学校で電子黒板を活用できるか、活用して

いるかというふうなことも、実績の数値としてあらわしております。 

         小学校につきましては、１００％の先生がたが電子黒板を活用できると。そ

れから、中学校におきましても、若干できないという人もいますが、９７％の

人が２５年現在ではできるというふうなことになっておりますので、両方とも

ａ評価というふうにさせていただきました。 

         （１２）－２でございますが、授業改善というふうなところで、電子黒板を

使うだけが授業改善ではないというふうには理解をしております。教員にも私

どもの方から、あくまでツールの一つですよというふうなことを指導しており

ます。そういうふうなことを含めてですが、子どもたちが授業がよくわかると

いうふうに答えてくれた割合につきましては、２４年度よりもさらに上がりま

して、８９.６％の子どもたちがそのように答えたというふうなことから、授

業改善が一応成功してるんだろうなというふうに捉えています。 

         それから、（１３）－１の各界トップのスペシャル授業については、先ほど

御説明させていただいたとおりでございます。以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         御意見、よろしくお願いいたします。 

 

山川委員     これも３２ページの（１７）－１と同じでよろしいでしょうか。 

 

学校教育課長   はい、同じでございます、はい。 

 

山川委員     はい、すみません。今、課長がおっしゃいましたように、電子黒板はやはり

ツールであると私も思っています。これ、活用を推進した、活用っていうか、

操作じゃないかなというふうに思うんですけど、操作。 

 

学校教育課長   ああ、はい。 
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山川委員     ちょっと去年、お手伝いに行ったこともありまして、現場に。拡大教科書を

提示して、それが活用になるんですか。 

 

学校教育課長   よろしいですか。 

 

委員長      はい。 

 

学校教育課長   実は、早いところで２２年から、全部は２３年から入ってるんですけども、

当初、私ども、今、委員御指摘のとおり、まずは使いなさいと。それが、例え

ば、書画カメラによる、いわゆる拡大投影でも構わないというふうなことを言

うてまいりましたけども、もう現在はといいますか、２５年はその次の段階に、

もう入ってますよというふうなことを先生がたに申しています。 

         ですので、例えば、この１００％っていう数字ですけども、それの中に、例

えば操作だけしかできないというふうなかたも若干っていいますか、おられる

ことはおられる可能性はあるんですけども、ただ、多くの先生は次の、例えば

デジタル教科書を活用したりとか、あるいは今推進指定校でもう導入していま

すが、生徒が使うタブレット端末を電子黒板に投影して、それで授業を行った

り、そういうふうなレベルに、多くの先生は移行してきているというふうには

思っています。 

 

委員長      何か意見はございますか。 

 

前田委員     学校で参観日とかに行ったりすると、先生、黒板にチョークで書いてはるこ

との方が多いんですけども、何か前やってはったのが、それぞれ子どもが写真

を持ってきて、その写真について、自分の一番心に残る１枚を持ってきて、そ

れを説明するときに、その写真がバーンって出ると、やっぱり聞いている子ど

もたちも食いつくし、すごく良いなと。今までだと、ちっちゃい写真で回した

りっていうふうになるんですけど、皆が見えて良いなと思いました。電子黒板

の活用、学力の向上にもつながれば良いと思っています。以上です。 

 

委員長      確かにもうどんどんもう変わっているなという感じは非常に感じます。確か

に、使用から活用の段階というふうに今おっしゃったところがまざまざと感じ

ます。私も大学の方で、教員養成ですので、学生たちにも草津市は電子黒板全

部のクラスに入ってるから、そこに行ったら使いますよっていうふうな話をし

ながら、電子黒板使って授業というんですかね、もう活用もしてるんですけど

も。まあ、本当に変わってきてるんだろうなというところを実感する部分です
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ね。 

         では、その他なければ、次へ行かせていただきます。 

         じゃあ、２６ページのところをよろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   続きましてですが、学校教育課中瀬から御説明いたします。 

         (１４) －１につきましては、学校図書の運営サポーターの配置というふう

なことございまして、草津市小・中学校の図書館には、いろんな支援をしてく

ださるかた、あるいはその立場の者が入っております。それが、２６ページの

主な取り組みの成果のところの３行目あたりに書いております。 

         まず一人は、これは教職員の中でその配置が、ある程度の大きさ以上の学校

には必ず配置しなさいというふうに法律で定められていますが、司書教諭とい

う立場の人がいます。それから、草津市では各小・中学校に学校司書を業者委

託をして配置をしております。それから、ここに出てきます図書館の運営サポ

ーターという人がいてもらいます。そのほかに、無償のボランティアいうふう

なかたが各小・中学校に入っていただいて、図書館の運営、あるいは図書の整

備等々の業務を行っていただいているというふうなことであります。 

         その中でも、ここの実績にさせていただいてますのは、週２回、３時間の業

務日程で来ていただきます図書館運営サポーターのかたについてでございます。

全小・中学校に配置をさせていただいてますので、１９校中１９というふうな

ことで書かせていただいております。 

         二つ目の事業につきましては、事業と申しますか、そういうふうないろんな

人をつけて、図書館の運営、例えば管理について取り組んでいる中で、図書館

を利用する子どもたちがどうなっているか。いわゆる利用児童・生徒数をあら

わしたものですけども、２４年から２５年にかけては飛躍的にふえました。１

校、１か月当たり９７５人ということは、大体１か月、登校日が２２日ぐらい

ございますので、９７５を２２で割りますと、１日、大体４４人平均で各小・

中学校の図書室を利用しているというふうな計算になります。 

         急増の理由につきましては、また、後で出てくると思いますが、昨年度より

図書館等と連携をいたしましてビブリオバトルっていう、書評合戦といいます

が、そういうふうな取組をさせていただいてもらっています。 

         それから、図書館を活用した授業の増加もどんどん学校の中でふえてきてお

ります。そういうふうなことが原因だろうなというふうに分析をしています。 

         以上です。 

 

生涯学習課長   続きまして、中段のところの御説明をさせていただきます。生涯学習課です。 

         子どもの読書活動に関する調査の報告を四つ挙げさせていただいてます。こ
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れ、小学生と中学生、それぞれの件数ですが、学校でのこのような取組の成果

のあらわれかなと思うんですが、小学生が１か月に読んだ読書量が１０.８冊

ということで、数値的に上がってきています。中学生の方も３.３から３.５冊

ということで、ふえたということで、どちらもａ評価とさせていただきました。 

         その次、二つ目は小学生、中学生の子どもたちが１か月に書籍を読まなかっ

た割合という形になっています。こちらにつきましては、こちらの推移、矢印、

どちらかというと悪い結果になりますので、矢印が上がるという方は、これは

悪いという結果にはなってくるかと思いますが、小学生は１.５から２.５％に

なっています。上昇しています。 

         ただし、今回ｂという評価にさせていただきましたのは、全国では５.３％

になっておりますことから、まだまだ市としては低い水準を占めておりますこ

とから、ｂ評価とさせていただきました。 

         中学生におきましては、１６.４から１４.０という形で下がっておりますの

で、ａ評価とさせていただいております。 

         その次ですね、（１４）－２、子どもが輝くブックトークコンサートという

ことで、こちら、絵本作家による読み聞かせや、あと夏休みに読んでほしい本

の紹介ということで、７月の２８日、昨年は７月２８だったんですが、草津ア

ミカホールの方で行いました。それの参加者が２６７人ということでふえてお

りますので、ａ評価とさせていただきました。以上でございます。 

 

教育部副部長   続きまして、図書館の石田が説明させていただきます。 

（図書館担当） （１４）－２で、図書館運営事業でございますけれども、活動の概要といたし

ましては、児童図書の収集と貸し出し、それと各事業、各事業というのは、左

の主な取り組みの成果にもございますけども、図書館におきまして児童サービ

スを一つの大きな基本方針といたしまして、児童書の収集と貸し出しに力を入

れてきました。特に、草津の場合は草津の本館と南草津に南図書館というのが

ございますけれども、そちらの方で定期的に毎週、お話会とか、お話の時間、

それと一つのテーマにつきまして本を紹介していくブックトーク、そして、読

書講演会等の事業を開催させていただきました。 

         戻りまして、右の児童図書の貸出冊数でございますけれども、平成２５年度

のこの数値が、ちょっと団体貸出の部分が一部ちょっと抜けておりまして、数

字の訂正をいただきたいと思います。 

         ３７万９,３３３冊となっておりますけども、正しくは３９万８,８２８冊と

いうことで、平成２４年度に比べまして、２万５,０００冊ほど増ということ

で、ａ評価とさせていただきました。以上でございます。 

 



 

39 

 

委員長      ありがとうございます。 

         では、御意見の方をよろしくお願いいたします。 

 

山川委員     子どもたちが本を読む冊数がどんどんふえているということで、いろいろな

取組をされている成果だなというふうに思いました。フックトークコンサート

はアミカホールでされたんですね。何か、開催場所とか、回数とか、もう少し

何か工夫があれば良いかなというふうに思いました。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         今の点ですか、はい。 

 

生涯学習課長   そうですね。２５年は１回限りだったんですけれど、今年度から、もう一回

ふやしたりとか、また、工夫していきたいなと、ブックトークコンサートの方

ですね。また、工夫してまいりたいと思います。 

 

前田委員     （１４）－２の子どもの読書活動に関する調査で、１か月に読んだ書籍の平

均冊数というのが評価になってるんですけども、読書習慣を身につけるってい

う、すごく何冊読んだって聞かれると、そういう取組に、啓発にはなると思う

んですけども、読書っていうのはいろいろ、読む速度も人によって違うし、本

の分厚さも違うし、評価の指数というか、方法で冊数っていうのは、たくさん

読めば良いと思うんですけども、ちょっと疑問に感じました。 

 

委員長      それに関しては、はい。 

 

生涯学習課長   一定、これ、国の方で単純に冊数ということで、今、委員おっしゃっていた

だいているように、やっぱり量で違ってくるかなとは思ったりしております。

ただ、１冊完全に読み切った冊数という形で調査がなされてます。以上です。 

 

委員長      私は御指摘あったように、習慣をつけるというのが非常に大事だということ

で、平均、１か月に読んだ分として平均されてるとは思うんですけど、やっぱ

りコンスタントにというか、すごく読む時期と読まない時期とかが多分ある、

中学校ぐらいになると、特に出てくるのかなとは思うんですけれど、できるだ

け常に読む習慣というのが、何かそういうのは、ある程度計画的にやらないと、

そういう習慣ってつかないんじゃないかなとは思いますので、こういう時々に

そういう取組ですよね、このビブリオバトルとかっていうのが、多分おもしろ

い取組として、多分興味を引いてるんだろうなという気はしますので、そうい
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う形のものを一緒に、継続できれば、非常におもしろいなっていうふうに感じ

ました。 

         でも、考えたら、１か月に１０冊、子どもたちが読んでいるとすると、かな

りの数なんじゃないかなという、実際に１か月３０日で、３日に１冊読まない

といけないぐらいのスピードですよね。かなりの数だと思います。 

         ありがとうございます。 

         では、ここで時間がないので、ペース的にはかなり遅いんじゃないかなって

いう気はするんですけど、二日間で全部やる予定になって、前もって準備はし

てきてますが、できるところまで本日のうちに、行かせていただきたいと思い

ます。 

         それでは、大きなくくりとしては、学校の教育力を高めるっていう部分に入

りました。 

         それでは、２９ページのところをよろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   まず、（１５）－１といたしましては、学校教育課の管轄になります教育研

究所が担当をしておりますが、教職員の夏季研修講座ということで事業名を挙

げさせていただいております。教員の指導力向上に向けたさまざまな研修を、

夏季休業中を中心に、研究所の方で企画をしております。参加した教員へのア

ンケートの結果、講座内容満足度につきましては２４年度に引き続き、２５年

度も９６％、ほぼ全ての教員が研修に満足しているというふうな結果が得られ

ております。 

         それから、（１５）－１のスキルアップアドバイザー配置事業といいますの

は、これは小・中のいわゆる退職校長さんがスキルアップアドバイザーになっ

ていただき、各小・中学校の若手教員あるいは育休等の休み明けの教員、ある

いは他市町からの転入教員等々を中心に、教員のスキルをあげるため、あるい

は先ほどお話ししました草津は電子黒板を使っていただかないけませんので、

そのいわゆる使った授業等のスキルを伝達する、そういうふうなことをやって

いただいております。 

         これにつきましても有用感度といいますか、いわゆるスキルアップの対象に

なられた先生がたにアンケートをとった結果、９７％の先生がこの事業は良い

というふうに言うていただいております。 

         それから、（１５）－２につきましてはくさつ教員塾というふうに書きまし

た。簡単に申しますと、１０年目未満の若手教員を対象に、夏季休業中に３回

程度、その先生がたを対象とした講座を実施しております。これにつきまして

は参加受講者数が成果指標になっておりますが、２５年度は４１と書いていま

すが、これは３回の平均の数でございます。ですので、先ほど言いました２５
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年度は３回研修をやりましたが、３回トータルでは１２３名のかたが延べで受

講されたということになります。 

         それから、（１５）－３、グレードアップ加配教員配置事業でございますが、

これにつきましては、先ほど御説明をしたとおりでございます。いわゆる２５

年度は草津市内を四つのグループに分けて、そこで小・中学校の担当、生徒指

導、教育相談の担当の先生が、いわゆる会議を持つわけですが、そのために、

加配教員を市費で一人負担をしております。それが、全小・中学校に負担をし

ておりますので、１９分の１９というふうな実績というふうにあらわさせてい

ただいております。 

         それから、（１６）－１の人事評価の実施につきましては、校長先生が主で

すけども、管理職がとありますが、教員個々に対し、授業観察に基づいた指導

を行っていただくよう、教育委員会としても積極的にやるよう、お願いをして

います。その集計の上で、１年間で３回以上、校長先生がこの授業観察に基づ

いた指導を行われたというかたが７３.７％とありますが、これ、分母、分子

でいいますと、１９小・中学校のうち１４校の小・中学校の校長先生が３回以

上実施された。もちろん、全ての学校で１回以上はやっていただいているとい

うことになるわけですが、結果としてはそういうことでございました。済みま

せん、簡単ですが、以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         それでは御意見等、よろしくお願いいたします。 

 

山川委員     さまざまな片仮名言葉の事業が多くて、ちょっと頭が少し混乱してるんです

けれども、本当にいろんな角度から教育力アップに努めていただいているなと

いうふうに思いました。以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

 

前田委員     また、的外れになるかもしれないんですけど、教職員のかたがたの研修って、

何日か前のネット新聞みたいなの見てたら、アンケートを世界でとらはって、

日本の小・中学校の先生は一番忙しいのに、指導には胸が張れないというふう

に記事がばーんって載ってたんですね。その中で、勤務時間は一番長いんです

けど、指導への自信が参加国の中で一番低かったり、研修への参加率も平均を

下回ってたりということがあるんですけども、何か、忙し過ぎて、指導に集中

できないとか、研修に参加できないっていうそういう実情はあるんだなと思っ

て、そのときニュースというか、ネットをこう見てたんですけど、草津市でも
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あるのかなと思ってたんです。草津市の教職員のかたがたもそういう忙しくっ

てっていうのがあるのかなと思ったんですが、全部ａなんで、草津市の先生た

ちは大丈夫なんですかね。 

 

学校教育課長   先日、その記事は、私も読ませていただきました。それで、実際問題、世界

のいろんな国と比べたら、それは事実なんだろうなっていうふうなことは、一

つ思いました。それで、今、委員おっしゃいましたように、先生がたがやっぱ

り多忙で、精神的にもすり減らしてはるとか、あるいは、研修、研修に追われ

て、本来しなければならない、子ども、保護者とかの関係づくりとか、その辺

がどうなんかっていうふうな御心配についてはよくわかるところですので、私

どもも、一応、こういうふうな先生がたの資質を高めるためのいろんな研修は

計画をしておりますが、ただ、これ、１年間の中でずっとやってるわけではご

ざいませんで、先ほども申しましたが、夏季研修であるとか、くさつ教員塾で

ありますとか、こういうふうなものにつきましては、夏休みといいますか、夏

季休業中に特化した研修でございます。 

         それから、この下の校長先生が人事評価をするためにっていいますか、いわ

ゆる職員の授業観察をしなさいよって言うてますが、そのために改めて、例え

ば先生がたにいつもと違うことをしてもらうとか、そういうふうなことを決し

て校長さんから要求してはるわけではございません。そういうふうな部分で、

今の意見は非常に貴重やというふうに思っていますが、今のところ、うちとし

ても無理なことを先がたに要求しているっていうレベルまではいってないのか

なと。注意はしていきたいと思います。以上です。 

 

委員長      少し違う部分もあるとは思うんですけども、こういう研修に関して、今は本

当に現状の話としますと、若手の教員の先生が急激にふえているっていう状況

が多分あって、（１５）－２のような形で、若手の先生がたへの研修っていう

のをふやされているんだろうなっていうふうに感じます。実際には、退職され

て、今までだと多分若手の先生がたを指導される層、中間、年齢的に中間的に

おられるかただと思うんですが、そういう先生がたの層が今少ないんだろうな

ということで、こういう形での研修っていうのを、実際に今、できるだけ負担

のないようにっていう形で実施していただかないといけないんだろうなってい

うふうに感じました。 

         あと、人事評価っていうか、こういう形であるとは思うんですけど、先ほど

の説明では１回も開催されてないというのは問題だろうなという形に感じまし

たけど、３回っていうのはかなりの回数なんじゃないかなというふうに、全教

員の先生がたに３回ずつっていうのは、かなりの、これは逆に管理職の校長先
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生とか大変だなっていうぐらいの感じではあるとは思うんですけれども、ふだ

んの見回りとかっていう形でのことで実施していただければいいのかなってい

うふうには感じました。こういう形でサポートしていただければ、ありがたい

と思います。 

         これでよろしいでしょうか。 

         では、次の３１のところです。 

 

学校教育課長   （１７）－１の全教員による電子黒板等を活用した授業の実施につきまして

は、先ほどもう出てきたものと全く同じことを書かせていただいておりますの

で、割愛させていただきます。 

         （１８）－１、授業公開と授業研究の推進についてはそこにありますとおり、

授業改善のための校内で研究授業を実施した教員の割合というふうなことで、

実は２５年は１００％を超えておりますが、これにつきましては母数を教職員

の数にしておりますので、一人の先生が２回、３回やられましたら、１００を

超えるというふうなことが出てきてしまったというふうなことで、全員という

よりは教職員数を研究授業の回数が、授業研究会の回数が上回ったというふう

なところで１０４.９という数字が出ております。たくさん、２５年はやって

いただいたなっていうふうなことを思っています。すみません、簡単ですが、

以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         （１７）－１の部分は、一応項目のところの言葉が若干違うかなということ

ですけど、結果は同じような形で出ているのかと思います。 

         御意見よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   申しわけございません。 

 

委員長      はい。 

 

学校教育課長   一つだけ追加で、３１ページの主な取り組みの成果、（１７）－１でござい

ます。電子黒板を使う授業がわかりやすいという児童・生徒、感想が多数ある

というふうに書いてますが、これ、具体的に申しますと、２５年度、市の研究

指定校として渋川小学校にタブレットパソコンを３５台導入しました。そうい

うことも含めて、渋川小学校の子に聞いたところ、９４.３％の子が電子黒板

を使う授業はわかりやすいと答えたということでございます。以上です。 
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委員長      ありがとうございます。 

         御意見等、よろしくお願いいたします。 

 

山川委員     感想ですけれども、これからタブレットも入ってくるということで、一層先

生がたが活用していただけるように、お願いしたいなと思います。 

         子どもたちに聞いたことはないですけれども、毎朝、子どもたちに、学校何

しに行くのって、もし何しに来てるのって聞いたら、多分勉強って言うんじゃ

ないかなというふうに思います。やっぱり、授業というのが一番大切じゃない

かなと思いますので、子どもたち一人一人を、大切にやる気を引き出すような

そういう授業研究等々をして、指導力を高めていただけたらなというふうに思

います。すみません。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         意見、よろしくお願いいたします。 

 

前田委員     特にありません。 

 

委員長      （１８）－１の授業研究会というのが、印象としてはちょっと難しいですけ

ど、教員の授業力の向上と教職員の研修、人材育成って、この辺、ちょっと目

標の部分がかなり似たような感じになってるのかなっていう印象を実は受けて

まして、部研修会っていうのは研修にはならないのか、人材育成部分、授業力

向上という項目があるなら仕方がないのかなという印象なんですけども。 

         そうですね、あとは授業研究っていうのは、多分これも新聞ネタなんですけ

ども、結構、日本では当たり前のようにやられてることですけど、海外ではな

かなかこういうのをやられてないということで、ほかの先生がたに見ていただ

くという機会と、それに関して、その後でいろいろお話ししながら、さらに高

めていくような形になってるというので、非常に評価は高いと思いますので、

ぜひ回数ですね。この課題のところにもありますけど、偏り過ぎないような形

で、できれば本当に皆さんが実施されるような形が望ましいんだろうなという

ふうに感じます。 

         もうちょっと進んでも良いんでしょうか。 

         もうぎりぎりには来てるんですが。どうしましょう。 

 

教育部副部長   委員長、もう一つお願いします。 

 

委員長      それじゃ、もう一つ進めさせていただきます。 



 

45 

 

         それじゃ、３３ページ、よろしくお願いいたします。 

 

学校教育課長   ここにつきましては、教職員の指導力の向上というふうなことございまして、

（１９）－１におきましては、教育研究奨励授業というふうなことで、簡単に

申しますと、うちの教育研究所の方で、各小・中学校あるいは幼稚園の先生も

一部されるんですけども、自分で１年間を通じて、何かテーマを持って研究し

てみませんかと。研究の論文を、最終出してくださいよというふうなことを呼

びかけます。その教育研究や実践報告の応募数が２５年は４６点であったとい

うふうなことでございます。 

         それで、４６点が多いのか少ないのかっていうことでございますけども、市

内は先ほどから申してますように、１９小・中学校ございまして、幼稚園も一

部応募されるということも差し引いても、２本以上は各学校から応募されてい

るという数になりますので、これは決して少なくない数やというふうに、私ど

もは捉えております。 

         ただ、２４年から見ますと、１０点近く、応募数が減りましたので、ａとは

できないかなというふうなことでｂ評価に、ここはさせていただいております。 

         それから、（１９）－２の教科等部会別研修につきましては、教職員が基本

全員、どこかに所属するということで、例えば国語とか算数部会とか、理科部

会とか、それからあと生徒指導部会とか、国際理解教育部会とか、そういうふ

うないろんな部会に１９わかれまして、それぞれが研究をしていくと、いろん

な授業もやっていくというふうなことでございます。 

         部会への参加率は先ほど申しましたように、強制では、基本的にございませ

んが、１００％の小・中学校の教員が部会の構成メンバーになっております。 

         それから、（１９）－３でございます。研究奨励事業及び講演会開催という

ふうなことです。 

         これにつきましては、教育研究所の方で、時代時代の旬なテーマに沿って、

講師を呼んで、年間１回、いわゆる講演会を開きます。例えば２５年でいいま

すと、東日本大震災で被災をされました花巻市立八幡小学校の校長先生、佐々

木力也さんというかたに来ていただきまして、その被災の状況なり、例えば教

師という立場で、どういうふうなお取組をされたのかというふうなお話を聞き

ました。 

         本年度２６年につきましては、東京理科大学の藤嶋学長に来ていただきまし

て、ちょっと趣向を変えまして、中学生に特別授業をしてもらうと。それを教

師が見る。そして、その後に科学する心を伝えると題してお話をいただくとい

うふうな予定になっています。 

         そういうふうなところで、昨年度の佐々木先生の御講演につきましては、１
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５８名の教師がそれを聞いたということでして、この数につきましても、２４

年よりもかなりふえていますし、ここ５年ほど見た中でもかなり多い数字やと

いうことでａ評価にさせていただきました。以上です。 

 

委員長      ありがとうございます。 

         では、御意見等をよろしくお願いいたします。 

 

山川委員     特にないんですけれども、研究、教育研究事業の応募数っていうか、１年間

の取組を報告、実践報告されているものもあるかと思うんですけども、そうい

う継続したというか、そういう取組もされてるということはあるんでしょうか。 

 

 

教育部理事    今、教育研究の奨励事業の方での内容についての御質問ですが、主には１年

間の取り組みの内容が多くございます。８割がたはそうだと感じています。 

         ただ、１年間ではあるけれども、国語研究に対して特化して研究を、去年の

からまたプラスしてというような形で研究をされているかたもいらっしゃいま

すので、少し角度を変えたりしながら、それを続いてと考えるのであれば、何

とか発展させてるというふうに見るのであれば、２割以上、そういうかたはい

らっしゃるんではないかなというふうに思っています。 

 

山川委員     子どもたちに、そういう、せっかく先生がたが研究されているものが定着し

ていけるように、そういうふうになっていけば良いなというふうに思いました、

すみません。 

 

委員長      いかがでしょうか。 

 

前田委員     特にありません。 

 

委員長      研究奨励事業の報告会と、３番の講演会っていうのは同時に開催されてると

いうことなんですよね。でもないですか。 

 

学校教育課長   でもないです。 

 

委員長      ああ、そうなんですか。３が奨励事業っていう形になってたので、同時、

別々の場所でっていうことですか。 

 



 

47 

 

学校教育課長   そうです。よろしいですか。 

 

委員長      はい。 

 

学校教育課長   大きく言うと、奨励事業の中にこの講演会も含まれるというふうなことでご

ざいます。それで、今おっしゃいましたように、講演会につきましては大体夏

季休業中に行いますし、その奨励事業の表彰等につきましては、１月後半から

２月ごろにかけて行われるのが普通、通常といいますか、例年のパターンでご

ざいます。 

 

委員長      研究発表会というのは、実際にはいつぐらいにされるんですか。この奨励研

究が研究発表会というわけではないんですか。発表会というのが、成果発表会

ですよね。 

 

教育部理事    理事の宮地です。教育研究所の方で、今までは代表者の発表と、それから表

彰とそれから講演と一くくりにして年度末に行っていたんですけれども、年度

末っていうと、かなりいろんな職員が出にくい時期でございますので、表彰に

ついてはその年度のことですので、そこですると。 

         それから、夏休みの間に、優秀な発表と、それから講演とを兼ねて、たくさ

んの人に聞いてもらえるような状況をつくろうということで、方針を変えまし

て、夏休みに優秀者の発表プラス講演というふうにしたと思っています。 

 

委員長      僕が質問したかったのは、多分研究発表会とか実践報告会への皆さんの参加

ができるだけあった方が、そういう優秀なことですよねとか、かなり身近な実

践だと思うので、それを見る機会というのが広がれば良いのかなという意味で

御質問させていただきました。 

         ありがとうございます。 

         すみません、ちょうど１２時になったんですが、本日のところはこれでよろ

しいでしょうか。 

         では、その後、連絡等があると思いますので、事務局の方からよろしくお願

いいたします。 

 

事務局      委員長さま、そして、委員の皆さま、長時間にわたって御議論いただきまし

て、本当にありがとうございます。予定をしておりました施策１９までうまく

進めていただきまして、ありがとうございます。 

         第２回の外部評価委員会があさって７月３日の木曜日の今度は午後１時１５
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分からということで、お昼からでございますが、同じく、この教育委員会室の

方で開催させていただきますので、また、よろしくお願いいたします。 

         本日はありがとうございました。 

 

委員長      ありがとうございました。 

 

       閉会   午後 ０時 ５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


